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　皆さまには、日頃より格別のご愛顧お引
き立てを賜わり、心から御礼申し上げます。
　このたび、当組合の現況（平成30年度第
63期）をまとめましたので、ご理解を深め
ていただくための資料として、ご高覧賜わ
りたいと存じます。
　奄美信用組合は、地域の皆さまに本当に
お役に立てる金融機関をめざし、これまで
以上に経営の健全性と基盤強化に努めてま
いりますので、一層のご支援とご指導のほ
ど、心からお願い申し上げます。

奄美信用組合　理事長　手島　博久

■昭和31年 5 月11日／瀬戸内信用組合設立
■昭和37年 6 月 4 日／瀬戸内信用組合を奄美信用組合に改称
■昭和41年 4 月 1 日／本部制設置・導入
■昭和41年 8 月28日／主たる事務所を奄美市（旧名瀬市）へ移転
■昭和45年 6 月 1 日／喜界信用組合と合併　喜界支店、早町出張所承継
■昭和46年10月 1 日／電算室設置　給与、日計、出資金稼働

■昭和51年 1 月16日／創立20周年記念事業の一環として、奄美市（旧名瀬市）へ 2 ,500万
円寄贈

■昭和56年 2 月24日／自営オンライン（当座、普通預金）スタート
■平成 3 年11月23日／総合オンラインスタート

■平成 8 年 5 月25日／創立40周年記念事業の一環として奄美群島内の福祉施設
（22ヶ所）へ車椅子、テレビを寄贈

■平成10年 3 月31日／早期是正措置に基づく資産の自己査定実施
■平成11年 9 月27日／奄美市（旧名瀬市）役所内に共同 CD コーナーを設置
■平成12年11月20日／瀬戸内支店新築移転　業務開始
■平成13年 5 月20日／インターネットホームページ開設
■平成14年 5 月13日／信用組合共同センターへオンラインシステム移行
■平成14年 5 月20日／郵便貯金と ATM 提携スタート
■平成14年10月 1 日／生命保険窓販業務開始
■平成15年 4 月 1 日／社会福祉・医療事業団の年金担保融資業務開始
■平成15年 7 月22日／「インターネットバンキング・モバイルバンキング」サービス提供開始
■平成15年11月17日／第 5 次全銀システムの取扱開始
■平成16年 3 月16日／有限責任監査法人トーマツと業務契約を締結
■平成16年 4 月 1 日／ATM カード入金取扱開始
■平成16年 5 月17日／しんくみ CD キャッシング取扱開始
■平成17年 2 月21日／決済用預金（無利息型普通預金）取扱開始
■平成17年 9 月 1 日／カードによる ATM での振込取扱開始
■平成17年10月17日／郵貯現金相互入金取扱開始
■平成18年 1 月 4 日／信組・第 2 地銀・信金・労金によるカードでの相互入金取扱開始
■平成18年 4 月17日／FSS（ファイルセキュリティシステム）の稼働開始
■平成18年 6 月12日／為替「定額自動送金」の取扱開始
■平成18年 6 月24日／創立50周年記念式典・祝賀会開催
■平成19年 5 月 7 日／SKC センター第 5 次システムの稼働開始
■平成20年 4 月 4 日／龍郷町の量販小売店に共同 ATM コーナーを設置
■平成20年12月15日／小浜支店地区内の量販小売店に ATM コーナーを設置
■平成22年 6 月28日／長浜支店地区内の量販小売店に ATM コーナーを設置
■平成23年 5 月11日／創立55周年記念「しんくみ市民講座、大感謝寄席」を龍郷会場にて開催
■平成23年 5 月23日／永田橋支店地区内の量販小売店に ATM コーナーを設置
■平成23年12月 5 日／本店地区内の量販小売店に ATM コーナーを設置
■平成24年 3 月 5 日／「しんくみローンサーチ」サービス提供開始
■平成24年 9 月19・20日／「しんくみの集い、大感謝寄席」を瀬戸内・宇検会場にて開催
■平成25年 2 月18日／「でんさいネット」取扱開始
■平成25年 6 月10日／永田橋支店新店舗移転　業務開始
■平成27年 5 月 7 日／SKC センター第 6 次システムの稼働開始
■平成27年 8 月10日／沖永良部支店新築移転　業務開始

■平成28年 6 月14日／創立60周年記念「しんくみ市民講座、しんくみの集い」を龍郷町（りゅ
うゆう館）他 3 会場にて開催

■平成29年 5 月22日／徳之島支店地区内の徳洲会病院内に ATM コーナーを設置
■平成30年 3 月26日／喜界支店新築移転　業務開始
■平成30年10月 1 日／web 会議システムを導入
■平成31年 2 月15日／法人用インタネットバンキング提供開始
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　平成30年度の国内経済は、緩やかな回復が続いている。経済政策の効果や、海外経済などに支えら
れて、企業収益が過去最高を記録する中で、設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善に
より、個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環は着実に回りつつある。ただし、昨年夏に相次
いだ自然災害により、個人消費や輸出を中心に経済は一時的に押し下げられた。
　一方、中小企業・小規模事業者については、地域や業種、事業者の規模によって景況感のばらつき
があるものの、小規模事業者の多くは、深刻化する人手不足や後継者難、人口減少や一極集中等によ
る地域経済の疲弊、頻発する自然災害など、厳しい事業環境にあり、景気回復の実感を得られない状
況が続いています。
　平成30年度の金融環境は、小子高齢化・人口減少時代の本格的到来に加え、未曽有の金融やライフ
スタイルの多様化などにより、さらに変化していくことが見込まれる。
　こうした環境の下で、信用組合は、顧客本位の業務運営という大命題のもと、地域密着経営の強み
である機敏なフットワークを活かし、持続可能なビジネスモデルを構築するとともに、地方創生・地
域の活性化に貢献してまいります。
　奄美群島の経済は、世界自然遺産登録（再推薦）に向けての動向や、LCC 就航状況は、バニラ航
空の、平成26年 7 月（東京便）、平成29年 3 月（大阪便）に続いて、スカイマーク㈱の、平成30年 8
月（鹿児島～奄美便）開設されたほかに、大型クルーズ客船寄港による外国人観光客増加による観光
事業等の活性化は見られるものの、少子高齢化や人口減少などの構造的な要因もあり、景気回復を実
感するには至っておりません。
　こうした厳しい経済環境の下、平成30年度の当組合の業況は、預金積金は前年度末比で3,012百万
円増の77,088百万円、貸出金についても、562百万円増の43,889百万円となりました。なお、収益状況
は、低金利競争等の影響もあり貸出金利息や預け金利息は減少したものの、経常利益は、248百万円、
当期純利益は205百万円となりました。
　中小企業の業況は先行き不透明なことや市場金利がきわめて低水準で推移していることなど、信用
組合の経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、積極的な不良債権処理等により、
資産の健全化は着実に推移しております
　経済金融環境が、長引く超低金利や地域における人口減少、少子高齢化、更に小規模事業者数の減
少など厳しさを増す中で、組合員の信頼に基づく、より強固な経営基盤を確立していくためには、信
用組合の「相互扶助」を基本理念とする協同組織金融機関として、健全性を維持し金融仲介機能を適
切に発揮できる「持続可能なビジネスモデルの構築」に向けた組織的・継続的取組みが必要です。
　特に、地域社会の金融システムの一躍を担うものとして、とりわけ貸出金の増強、余裕資金の効率
的な運用による安定収益の確保に努め、自己資本の充実などを図るとともに、ガバナンスの強化、法
令等遵守態勢、利用者保護態勢等の整備の充実、適切なリスク管理の実施などの経営の健全性の維持・
確保に努めていくことが必要です。
　また、「金融仲介機能のベンチマーク」では、金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評
価するとともに、質の向上に取組んでいく必要があり、担保・保証に依存せず、真の事業性評価をし
た融資や経営改善等に向けた支援を行っていくことが重要と考えております。
　そして、日本銀行のマイナス金利政策がいまだ継続しているうえに、貸出金利鞘の縮小や市場運用
利回りの一層の低下など収益状況は一段と厳しさが増す中で、これらの課題に対応していくためには、
信用組合本来の渉外活動の強みを活かし、「育てる金融」「顔の見える金融」「足で稼ぐ金融」を実践し、
低金利競争に巻き込まれずに収益を確保する施策を進めていく必要があります。
　更に、経営力・組織力の強化の観点から地域社会に信頼され、支持される金融機関であるために、
職員の教育訓練を計画的、継続的、効率的に実施し、それぞれの分野に専門性を有する優れた人材を
育成し、多様化・高度化する顧客ニーズに的確に応じるための情報力・企画力・人材力に力を注ぎ、
次代を担う役職員の育成に努めてまいります。
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有限責任 監査法人トーマツ� （令和元年6月末日現在）
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߹һのਪҠ （単位：人）

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
個 人 30,444 30,366
法 人 1,625 1,630
合 計 32,÷ý9 3ø,99ý
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　・組合員への奉仕
　・地域社会への貢献
Ӧํܦ˙
　・共存共栄の実を上げるため組合員の増加と資金の充実を図る。
　・ 組合員企業の繁栄と生活向上を推進するため業務の効率化・合理化につ

とめる。
　・ 適正な資金需要については機会を失することのないよう迅速にこれを処

理する。
　・ 労を厭わず業務に精励し、もって組合員及び地域社会の発展に寄与する。
　・感謝と謙虚の念を保持し、自己啓発と人格の向上につとめる。

һҰཡʢཧ͓ࣄΑͼࣄの໊ࢯɾ৬໊ʣ（令和元年 6 月21日現在）

 理 事 長／手島　博久 専務理事／吉田　孝寛
 常務理事／盛岡　　勉 常勤理事／山下　伸一
 理　　事／浜田　好義（※） 理　　事／里見　弘寿（※）

 理　　事／染川　實麿（※） 理　　事／登山　恒勇（※）

 常勤監事／福富　　正 監　　事／竹田　政茂
 員外監事／安田　義文

注） 当組合は、職員出身者以外の理事 4 名（※印）の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意
見の多面的な反映に努めています。
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　総代会は、信用組合の組合員から選ばれた総代によって構成される信用組合の最高意思決定機関です。
　総代会は、定款の変更や決算承認、理事・監事の選任等信用組合の運営に関する重要事項を決議します。
　総代会の開催につきましては毎年 6 月に通常総代会を、また必要に応じて臨時総代会を開催します。

˙૯のׂ
　 総代には、組合員の代表として総代会等において、組合員の信用組合に対する意見や要望を信用組合の経営に反映させる重要な役割が

あります。

˙૯のબ出ํ๏ɺظɺఆ
　 総代は「総代選挙規定」に基づき、営業店単位に14の地区より選出され、任期は 3 年です。地区ごとに定数を定めており、選出方法は、

立候補または推薦により届出のありました候補者について選挙を行っています。また、総代の定数は100名以上110名以内となっています。

˙ୈý3ظ௨ৗ૯ձのใࠂ
　令和元年 6 月21日開催されました第63期通常総代会は、総代105名のうち、出席98名（うち、委任状による代理出席40名）のもと、次
の報告事項ならびに議決事項が上程され、全議案が満場異議なく、原案のとおり承認・可決されました。

˔ใ߲ࣄࠂ
　 1 ．平成30年度第63期　事業報告、貸借対照表、損益計算書　報告の件
　 2 ．監事の監査報告

߲ࣄܾٞ˔
　第 1 号議案　平成30年度第63期　剰余金処分（案）承認の件
　第 2 号議案　令和元年度第64期　事業計画及び収支予算（案）承認の件
　第 3 号議案　定款の一部変更に関する件
　第 4 号議案　定款第16条に基づく組合員除名の件
　そ　の　他　◦キャッシュレス対応（カード加盟店サービス）説明
　　　　　　　◦平成30年度優秀店舗・個人表彰
　　　　　　　◦職員採用ご案内

˙૯の͝հ 令和元年 6 月21日現在
બɹڍɹ۠ ૯ ɹɹɹɹ૯ɹɹࢯɹ໊ɹʢ߹ܭø÷ü໊ʣʢʣؙࣈɺबճ� ʢܟশུ：ेޒԻॱʣ

本 店 区 20名

荒垣　継生⑫ 勇　　芳博⑨ 屋宮　重藏⑭ 喜入　　昭⑪ 師玉信一郎⑤
積山幸太郎⑪ 平　　淳一⑥ 平　　宗芳⑥ 富田　一馬⑳ 浜田　正文⑪
治山　　強⑧ 前園　裕史⑥ 松尾　典昭⑨ 松元　榮幸⑭ 三浦　和美⑤
安田善次郎⑭ 山元　正隆⑭ 吉田　利夫⑨ 渡　　博文㉑ 和田　邦文⑤

小 浜 支 店 区 9名
有村　文應⑨ 上原　克夫⑧ 悦田隆二郎③ 沖島　　衛⑤ 皛納　建悟⑦
武島　一隆⑤ 浜手　栄男⑰ 原　　正仁⑭ 盛　　末和⑭

永 田 橋 支 店 区 12名
岩崎　菊美⑪ 恵畑　達広⑧ 屋　　種夫⑪ 土持　圭子⑤ 都成俊一郎⑦
成田　博宗⑯ 野中　　守⑥ 浜田　幸雄⑫ 深佐　千尋⑨ 前田　幸俊⑤
向井　健悟③ 村上　　稔⑦

瀬 戸 内 支 店 区 13名
勇　　健一⑩ 勇　　次夫⑥ 小川純一郎⑨ 桂　　久和⑧ 喜島　哲洋⑤
高田　幸三⑪ 田原　清宏⑨ 信島　　一⑳ 藤野　修一⑧ 政岡　博重⑦
松村　保宏⑦ 泰江　　徹⑫ 豊　　隆文⑥

笠 利 支 店 区 6名
有川　貞好⑦ 大山　国雄⑭ 肥後　基樹⑤ 前田　幸男⑮ 南　　利郎⑧
山下　義和⑥

竜 郷 支 店 区 6名
川元　博文③ 久保　　誠⑤ 里山　雅家⑱ 重野　寛輝⑪ 前田　豊成⑧
山田　　隆⑪

宇 検 支 店 区 4名 大友　満輝⑨ 杉浦　治俊⑦ 中村　真典⑨ 渡　　秀美⑬

徳 之 島 支 店 区 6名
東　　敏美⑤ 徳田　哲也⑧ 渕上平八郎⑱ 宮本　　仁⑦ 吉川　清吾⑧
吉村　辰巳⑦

天 城 支 店 区 5名 島　　和也⑤ 徳田　正久⑭ 永岡　寛治⑤ 藤田　一夫⑤ 前田美香登③
喜 界 支 店 区 5名 中村昭一郎⑧ 比嘉　武徳⑮ 前底　浩喜⑤ 峰山奥恵喜⑤ 吉川　文浩⑧
伊 仙 支 店 区 4名 幸多　健次⑤ 佐藤　隆志③ 盛本　克彦⑥ 琉　　理人⑤

長 浜 支 店 区 7名
伊勢　徹二⑦ 椛山　廣市⑥ 里　不二男⑨ 玉野　　勉⑭ 中本　英一⑱
日置　洋和⑪ 山下　竜己③

沖 永 良 部 支 店 区 4名 前　登志朗⑦ 中原　克美⑨ 嶺元眞之助⑧ 美野　裕志⑤
知 名 支 店 区 4名 東山　榮三⑬ 太　　直造⑥ 宗岡須賀美⑦ 吉俣　文一⑧

˙૯のଐੑผߏൺ 令和元年 6 月21日現在
職　業　別 個人　2.9％、個人事業主　28.6％、法人役員　68.5％、法人　0.0％
年　代　別 30代以下 1.0％、40代 3.8％、50代 20.0％、 60代 35.2％、70代 30.5％、80代以上 9.5％
業　種　別 製造業 9.5％、不動産業 1.9％、卸売・小売業 35.2％、建設業 21.9％、運送業1.9％、その他サービス業29.5％

※業種別は、法人、法人役員、個人事業主に限る。
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Պɹɹɹɹɹɹ 金ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹֹ
ʢ ࢿ ࢈ の ෦ ʣ ฏ29 ฏ3÷
ݱ 金 3,øýý,ø94 2,942,3ø9
༬ ͚ 金 ø9,2÷4,ø÷9 2ø,ÿþ÷,ü34
ങ ೖ ख ܗ ― ―
ί ʔ ϧ ϩ ʔ ϯ ― ―
ങ ݱ ઌ צ ఆ ― ―
࠴ ݊ 貸 आ औ Ҿ ࢧ  อ ূ 金 ― ―
ങ ೖ 金 મ ࠴ ݖ ― ―
金 મ の ৴ ୗ ― ―
  ༗ Ձ ূ ݊ ― ―
商 品 国 債 ― ―
商 品 地 方 債 ― ―
商 品 政 府 保 証 債 ― ―
その他の商品有価証券 ― ―

༗ Ձ ূ ݊ ø2,þ39,3ü4 ø2,3þÿ,92÷
国 債 ― ―
地 方 債 2,405,918 2,401,717
短 期 社 債 ― ―
社 債 9,531,516 9,162,353
株 式 71,590 71,550
そ の 他 の 証 券 730,330 743,300

貸 出 金 43,32þ,94ÿ 43,ÿÿ9,9ýý
割 引 手 形 379,925 340,000
手 形 貸 付 407,933 462,532
証 書 貸 付 37,607,979 38,150,097
当 座 貸 越 4,932,109 4,937,335

外 ࠃ ҝ ସ ― ―
外 国 他 店 預 け ― ―
外 国 他 店 貸 ― ―
買 入 外 国 為 替 ― ―
取 立 外 国 為 替 ― ―

ͦ の ଞ ࢿ ࢈ ü4ÿ,üþ÷ þ÷9,ÿ92
未 決 済 為 替 貸 22,286 34,371
全 信 組 連 出 資 金 200,000 398,000
前 払 費 用 ― ―
未 収 収 益 137,739 128,768
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 ― ―
先 物 取 引 差 金 勘 定 ― ―
保 管 有 価 証 券 等 ― ―
金 融 派 生 商 品 ― ―
金融商品等差入担保金 ― ―
リ ー ス 投 資 資 産 ― ―
そ の 他 の 資 産 188,544 148,752

༗ ܗ ݻ ఆ ࢿ ࢈ ø,2þ4,3ÿ9 ø,24þ,ýþý
建 物 725,154 703,063
土 地 465,555 448,065
リ ー ス 資 産 ― ―
建 設 仮 勘 定 ― ―
その他の有形固定資産 83,679 96,546

ແ ܗ ݻ ఆ ࢿ ࢈ 9,ý39 øø,3÷ø
ソ フ ト ウ ェ ア 5,827 7,489
の れ ん ― ―
リ ー ス 資 産 ― ―
その他の無形固定資産 3,812 3,812

લ   金 අ 用 ― ―
܁ Ԇ ੫ 金 ࢿ ࢈ 34,ý3÷ ø,49÷
࢈ࢿԆ੫金܁ΔʹධՁ࠶ ― ―
࠴  อ ূ ݟ ฦ ø÷9,3ø4 ÿ9,ü4ý
貸  Ҿ  金 ˚ ÿý3,4üø ˚ 43ý,÷29
（うち個別貸倒引当金） （△�712,181） （△�375,661）

ࢿ ࢈ の ෦ ߹ ܭ þ9,üü÷,þ÷ø ÿ2,þ÷ü,ýøÿ

Պɹɹɹɹɹɹ 金ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹֹ
ʢ ෛ ࠴ の ෦ ʣ ฏ29 ฏ3÷
༬ 金 ੵ 金 þ4,÷þü,9ÿ÷ þþ,÷ÿÿ,üüü
当 座 預 金 419,525 445,969
普 通 預 金 28,828,646 31,226,007
貯 蓄 預 金 249,638 281,279
通 知 預 金 ― ―
定 期 預 金 41,419,775 41,980,663
定 期 積 金 3,092,719 3,086,213
そ の 他 の 預 金 65,674 68,422

ৡ  ੑ ༬ 金 ― ―
आ 用 金 ø,ü÷÷,÷÷÷ ø,ü÷÷,÷÷÷
借 入 金 1,500,000 1,500,000
当 座 借 越 ― ―
再 割 引 手 形 ― ―

ച  ख ܗ ― ―
ί ʔ ϧ Ϛ ω ʔ ― ―
ച ݱ ઌ צ ఆ ― ―
࠴ ݊ 貸 आ औ Ҿ ड ೖ ୲ อ 金 ― ―
ί Ϛ ʔ γ ϟ ϧɾ ϖ ʔ ύ ʔ ― ―
外 ࠃ ҝ ସ ― ―
外 国 他 店 預 り ― ―
外 国 他 店 借 ― ―
売 渡 外 国 為 替 ― ―
未 払 外 国 為 替 ― ―

ͦ の ଞ ෛ ࠴ øý9,÷33 2÷4,÷þø
未 決 済 為 替 借 25,746 33,227
未 払 費 用 58,921 68,810
給 付 補 て ん 備 金 6,747 5,454
未 払 法 人 税 等 1,976 1,976
前 受 収 益 3,995 3,730
払 戻 未 済 金 17,521 32,722
職 員 預 り 金 43,342 46,766
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 ― ―
先 物 取 引 差 金 勘 定 ― ―
借 入 商 品 債 券 ― ―
借 入 有 価 証 券 ― ―
売 付 商 品 債 券 ― ―
売 付 債 券 ― ―
金 融 派 生 商 品 ― ―
金融商品等受入担保金 ― ―
リ ー ス 債 務 ― ―
資 産 除 去 債 務 3,200 3,200
そ の 他 の 負 債 7,581 8,183

 ༩ Ҿ  金 ʕ ʕ
 һ  ༩ Ҿ  金 ʕ ʕ
ୀ ৬ څ  Ҿ  金 2ø,ýøø 2ø,øüÿ
 һ ୀ ৬ Қ ࿑ Ҿ  金 øøø,ýþ2 4ü,÷44
ਭ  ༬ 金   ଛ ࣦ Ҿ  金 ý,2÷÷ ý,ø÷÷
ۮ ൃ ଛ ࣦ Ҿ  金 2,÷9ø ÿÿÿ
܁ Ԇ ੫ 金 ෛ ࠴ ― ―
࠴Ԇ੫金ෛ܁ΔʹධՁ࠶ ― ―
࠴  อ ূ ø÷9,3ø4 ÿ9,ü4ý
ෛ ࠴ の ෦ ߹ ܭ þü,99ü,9÷ø þÿ,9üü,3ý4
ʢ ७ ࢿ ࢈ の ෦ ʣ
出 ࢿ 金 þ33,2÷ø þ÷3,üÿø
普 通 出 資 金 733,201 703,581
優 先 出 資 金 ― ―
そ の 他 の 出 資 金 ― ―

༏ ઌ 出 ࢿ ਃ ࠐ ূ ڌ 金 ― ―
ࢿ ຊ  ༨ 金 ― ―
資 本 準 備 金 ― ―
そ の 他 資 本 剰 余 金 ― ―

ར ӹ  ༨ 金 2,ý49,üÿÿ 2,ÿ39,9ýÿ
利 益 準 備 金 806,000 806,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,843,588 2,033,968
特 別 積 立 金 1,650,000 1,800,000
（経営安定化積立金） （800,000） （950,000）
当 期 未 処 分 剰 余 金 193,588 233,968

ࣗ ݾ ༏ ઌ 出 ࢿ ― ―
ࣗ ݾ ༏ ઌ 出 ࢿ ਃ ࠐ ূ ڌ 金 ― ―
 ߹ һ צ ఆ ߹ ܭ 3,3ÿ2,þÿ9 3,ü43,ü49
ͦのଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩ金 øþ2,÷÷9 2÷ý,þ÷4
܁ Ԇ ϔ ο δ ଛ ӹ ― ―
  ࠶ ධ Ձ ࠩ ֹ 金 ― ―
ධ Ձɾ  ࢉ ࠩ ֹ  ߹ ܭ øþ2,÷÷9 2÷ý,þ÷4
७ ࢿ ࢈ の ෦ ߹ ܭ 3,üü4,þ99 3,þü÷,2ü4
ෛ ࠴ ٴ ͼ ७ ࢿ ࢈ の ෦ ߹ ܭ þ9,üü÷,þ÷ø ÿ2,þ÷ü,ýøÿ

Ӧ༰ܦཧɾܦ
貸आରরද （単位：千円）
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ିआରরදͷ߲ࣄه
1 ．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表

示単位未満を切り捨てて表示しております。
２ ．有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては事業年度末の市場価

格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極
めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３ ．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年 4 月 1 日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２8年 4 月 1 日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおり
であります。

建　物　　　　２２年 〜 50年
その他　　　　 ３ 年 〜 ２0年

4 ．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（ 5 年）に基づいて償
却しております。

5 ．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」
（日本公認会計士協会 ･ 銀行等監査特別委員会報告第 4 号）に規定する正常先債権及び要注意
先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の
貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する
債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当
する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除した残額を引当てております。全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部
署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当て
を行っております。

６ ．退職給付引当金は､ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。

 なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合型厚生年
金基金）を採用しております｡ 当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです。
⑴制度全体の積立状況に関する事項（平成３0年 ３ 月３1日現在）

年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６7,9６1百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額　　３08,451百万円
差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　59,510百万円

⑵制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
（自平成２9年 4 月 1 日　至平成３0年 ３ 月３1日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.54６％

⑶補足説明
本制度における過去勤務費用の償却方法は期間1６年の元利金等償却であり、当組合は当期
の計算書類上、特別掛金11百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じる
ことで算定されるため、上記（２）の割合は当組合の実際の負担割合とは一致しません。

7 ．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰
労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しており
ます。

8 ．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に
備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必要と認める額を計上してお
ります

9 ．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備え
るため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

10．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
11．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 11２百万円
1２．有形固定資産の減価償却累計額 1,２３1百万円
1３．貸出金のうち、破綻先債権額は7６百万円、延滞債権額は1,071百万円であります。
 なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他

の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか
った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、
法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第9６条第 1 項第 ３ 号のイからホまでに掲げる事由又
は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。

14．貸出金のうち、 ３ か月以上延滞債権額は11百万円であります。
 なお、 ３ か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から ３ か月以上

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
15．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２２百万円であります。
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の

減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行
った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び ３ か月以上延滞債権に該当しないものであります。

1６．破綻先債権額、延滞債権額､ ３ か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
1,181百万円であります。

 なお、1３．から1６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
17．手形割引により取得した商業手形は、３40百万円であります。
18．担保に提供している資産として、公金取扱いのために預け金 ２ 百万円を担保提供しており

ます。
 さらに為替決済、全国信用組合保障基金、当座借越担保、九州信用組合共済基金として預け

金4,4６1百万円を担保提供しております。
19．出資 1 口当たりの純資産額は5,３３0円２３銭です。
２0．金融商品の状況に関する事項

⑴金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）
をしております。

⑵金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事業推進目的で
保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに
晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。

⑶金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当組合は、ローン事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題
債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査管理部により行われ、また、定期的に経営陣
による常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査管理部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を
定期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
ⅰ金利リスクの管理

当組合は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。
ALM に関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、
ALM 委員会において決定された ALM に関する方針に基づき、常務会において実施状
況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで常務会に報告し
ております。

ⅱ為替リスクの管理
当組合は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

ⅲ価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM 委員会の方針に基づき、理事会
の監督の下、余資運用規程に従い行われております。
このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の
設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
これらの情報は総務部を通じ、常務会及び ALM 委員会において定期的に報告されて
おります。

ⅳ市場リスクに係る定量的情報
当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、

「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」、であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について市場リスク量を VaR により月次
で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当組合の VaR はモンテカルロ・シミュレーション法（保有期間２1日、信頼区間99％、
観測期間1３２営業日）により算出しており、平成３1年 ３ 月３1日（当事業年度の決算日）
現在で当組合の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で705百万円です。
なお、当組合では、モデルが算出する VaR と実際の損益を比較するバックテスティン
グを実施しております。平成２9年度に関して実施したバックテスティングの結果、実
際の損失が VaR を超えたことなく、使用する計測モデルは十分な精度により市場リス
クを捕捉しているものと考えております。ただし、VaR は過去の相場変動をベースに
統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えら
れないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALM を通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環
境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

⑷金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開
示しております。

２1．金融商品の時価等に関する事項
平成３1年 ３ 月３1日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含め
ておりません。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）
貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

⑴　預け金（＊1） ２1,870 ２1,9２６ 5６
⑵　有価証券
　　　その他有価証券 1２,３07 1２,３07 ―
⑶　貸出金（＊1） 4３,889
　　　貸倒引当金（＊２） △4３６

4３,45３ 45,６６7 ２,２1３
金融資産計 77,６３1 79,901 ２,２６9

⑴　預金積金（＊1） 77,088 77,1２9 41
⑵　借用金（＊1） 1,500 1,500 ―

金融負債計 78,588 78,６２9 41
（＊1） 預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価

に代わる金額」が含まれております。
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております

（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
⑴預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、市場金利（LIBOR）で割り引くこと
で現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

⑵有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については２２に記載しております。

⑶貸出金
貸出金は、以下の①〜③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引
当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わ
る金額として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積も

りが困難な債権については、それぞれの貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸
倒引当金控除前の額。以下、「貸出金計上額」という）

②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計

額を市場金利（LIBOR）で割り引いた価額
金融負債
⑴預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなして
おります。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間帯ごとに将来キャッシュ・フロー
を作成し、元利金の合計額を一種類の市場金利（LIBOR）で割り引いた価額を時価とみな
しております。

⑵借用金
借用金については、帳簿価額を時価としております。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品
の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　分 貸借対照表計上額

非上場株式等（＊1） 71 
組合出資金（＊２） ３98

合　計 4６9
（＊1） 非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊２） 組合出資金（全信組連出資金等）のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握する

ことが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対
象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

1 年以内 1 年超
３ 年以内

３ 年超
5 年以内 5 年超

預け金 19,870 1,400 ― ６00
有価証券

その他有価証券のうち満期が
あるもの 1,000 ２,400 ２,400 ６,２00

貸出金（＊） ３,8２5 5,55６ ３,３６8 ２9,６87
合　計 ２4,６95 9,３5６ 5,7６8 ３６,487

（＊） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込
めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（注4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

1 年以内 1 年超
３ 年以内

３ 年超
5 年以内 5 年超

預金積金 51,149 1３,8３２ 1２,105 ―
借用金 1,500 ― ― ―

合　計 5２,６49 1３,8３２ 1２,105 ―
（＊）預金積金のうち、要求払預金は「 1 年以内」に含めております。
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２２．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらは、「国債」、「地
方債」、「社債」、「その他の証券」であります。以下２5. まで同様であります。
⑴売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
⑵満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。
⑶子会社・子法人等株式及び関連法人等株式に区分した有価証券はありません。
⑷その他有価証券で時価のあるもの

【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】
貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額

株　　式 ―百万円 ―百万円 ―百万円
債　　券 10,570 10,３２1 ２48
　国　債 ― ― ―
　地方債 ２,401 ２,３00 101
　社　債 8,1６8 8,0２1 147
そ の 他 74３ 700 4２
小　　計 11,３1３百万円 11,0２1百万円 ２91百万円

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】
貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額

株　　式 ―百万円 ―百万円 ―百万円
債　　券 994 999 △ 5
　国　債 ― ― ―
　地方債 ― ― ―
　社　債 994 999 △ 5
そ の 他 ― ― ―
小　　計 994百万円 999百万円 △ 5百万円
合　　計 1２,３07百万円 1２,0２1百万円 ２85百万円

（注）1 ． 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上した
ものであります。

２ ． その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著
しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものにつ
いては、当該　時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度
の損失として処理（以下「減損処理」という。）することとしております。当事業年度
における減損処理額はありません。

２３．当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
２4．当期中に売却したその他有価証券はありません。
２5．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次

のとおりであります。
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超10年以内 10年超

債　　券 1,00３百万円 4,６88百万円 ３,６8３百万円 ２,188百万円
　国　債 ― ― ― ―
　地方債 100 1,54３ ３08 449
　社　債 90３ ３,145 ３,３74 1,7３9
そ の 他 ― ２18 5２4 ―
合　　計 1,00３百万円 4,907百万円 4,２07百万円 ２,188百万円

２６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出
を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸付けることを約する契約であります｡ これらの契約に係る融資未実行残高は、7,441百万円
であります。

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高
そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、
当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条
件が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

２7．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産

貸倒引当金 81百万円
減価償却超過 ３0
未払賞与 9
退職給付引当金 5
役員退職慰労引当金 1２
税務上の繰越欠損金 55
その他 ６６

繰延税金資産小計 ２６1

（前ページより続き）

Պɹɹɹɹɹɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
ܦ ৗ ऩ ӹ ø,49ø,ý÷ý ø,üþ3,ÿý2
資 金 運 用 収 益 1,318,002 1,296,604
貸 出 金 利 息 1,178,102 1,162,555
預 け 金 利 息 34,083 29,882
買 入 手 形 利 息 ― ―
コ ー ル ロ ー ン 利 息 ― ―
買 現 先 利 息 ― ―
債券貸借取引受入利息 ― ―
有価 証 券 利 息 配 当 金 97,816 96,165
金利スワップ受入利息 ― ―
そ の 他 の 受 入 利 息 8,000 8,000

役 務 取 引 等 収 益 151,413 154,452
受 入 為 替 手 数 料 58,609 59,598
そ の 他 の 役 務 収 益 92,804 94,853

そ の 他 業 務 収 益 16,772 10,616
外 国 為 替 売 買 益 ― ―
商品 有 価 証 券 売 買 益 ― ―
国 債 等 債 券 売 却 益 4,220 ―
国 債 等 債 券 償 還 益 ― ―
金 融 派 生 商 品 収 益 ― ―
そ の 他 の 業 務 収 益 12,552 10,616

そ の 他 経 常 収 益 5,417 112,189
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ― 99,094
償 却 債 権 取 立 益 132 166
株 式 等 売 却 益 ― ―
金 銭 の 信 託 運 用 益 ― ―
そ の 他 の 経 常 収 益 5,285 12,928

ܦ ৗ අ 用 ø,3ÿø,4ÿ4 ø,32ü,üþ4
資 金 調 達 費 用 38,081 35,150
預 金 利 息 33,592 32,036
給付補てん備金繰入額 3,890 2,526
譲 渡 性 預 金 利 息 ― ―
借 用 金 利 息 ― ―
売 渡 手 形 利 息 ― ―
コ ー ル マ ネ ー 利 息 ― ―
売 現 先 利 息 ― ―
債券貸借取引支払利息 ― ―
コマーシャル・ペーパー利息 ― ―
金利スワップ支払利息 ― ―
そ の 他 の 支 払 利 息 598 588

役 務 取 引 等 費 用 181,143 180,489
支 払 為 替 手 数 料 20,917 21,214
そ の 他 の 役 務 費 用 160,226 159,275

そ の 他 業 務 費 用 192 235
外 国 為 替 売 買 損 ― ―
商品 有 価 証 券 売 買 損 ― ―
国 債 等 債 券 売 却 損 ― ―
国 債 等 債 券 償 還 損 ― ―
国 債 等 債 券 償 却 ― ―
金 融 派 生 商 品 費 用 ― ―
そ の 他 の 業 務 費 用 192 235

経 費 1,084,511 1,108,438
人 件 費 647,974 677,996
物 件 費 408,355 416,330
税 金 28,180 14,111

そ の 他 経 常 費 用 77,555 1,259
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 76,383 ―
貸 出 金 償 却 ― ―
株 式 等 売 却 損 ― ―
株 式 等 償 却 ― ―
金 銭 の 信 託 運 用 損 ― ―
そ の 他 資 産 償 却 ― ―
そ の 他 の 経 常 費 用 1,171 1,259

ܦ ৗ ར ӹ øø÷,ø2ø 24ÿ,2ÿþ
ಛ ผ ར ӹ ― ―
固 定 資 産 処 分 益 ― ―
負 の の れ ん 発 生 益 ― ―
金融商品取引責任準備金取崩額 ― ―
そ の 他 の 特 別 利 益 ― ―

ಛ ผ ଛ ࣦ øø,øø÷ øÿ,3ý2
固 定 資 産 処 分 損 11,110 164
減 損 損 失 ― 17,489
金融商品取引責任準備金繰入額 ― ―
そ の 他 の 特 別 損 失 ― 708

Պɹɹɹɹɹɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
੫ Ҿ લ  ظ ७ ར ӹ 99,÷ø÷ 229,92ü
๏ਓ੫ɾॅຽ੫ٴͼۀࣄ੫ ü,ÿ2ý 4,ÿø3
๏ ਓ ੫  ௐ  ֹ ˚�42,üþÿ ø9,9ø3

๏ ਓ ੫  ߹ ܭ ˚�3ý,þüø 24,þ2þ
 ظ ७ ར ӹ ø3ü,þý2 2÷ü,ø9ÿ
લ ظ ܁ ӽ 金 üþ,ÿ2ý 2ÿ,þý9
ੵ ཱ 金 औ ่ ֹ ― ―
 ظ ະ ॲ   ༨ 金 ø93,üÿÿ 233,9ýÿ

（注）1 ． 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記につい
ては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

　　 ２ ．出資 1 口当たりの当期純利益　　　　　２79円２２銭

ଛӹࢉܭॻ （単位：千円）

Ӧ༰ܦཧɾܦ

評価性引当額 △181
繰延税金資産合計 80

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 78

繰延税金負債合計 78

繰延税金資産（負債）の純額 1 百万円
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༨金ॲࢉܭॻ （単位：千円）

ૈརӹ （単位：千円）

औҾのঢ়گ （単位：千円）

डऔརଉ͓Αͼࢧརଉの૿ݮ （単位：千円）

७ӹۀ （単位：千円）

අの༁ܦ （単位：千円）

Պɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
 ظ ະ ॲ   ༨ 金 ø93,üÿÿ 233,9ýÿ
ੵ ཱ 金 औ ่ ֹ ― ―
 ༨ 金 ॲ  ֹ øý4,ÿøÿ øý4,üþý
利 益 準 備 金 ― ―
普通出資に対する配当金 14,818 14,576

（年2.0％の割合） （年2.0％の割合）

優先出資に対する配当金 ― ―
（－円につき－円の割合） （－円につき－円の割合）

事業の利用分量に対する配当金 ― ―
（－円につき－円の割合） （－円につき－円の割合）

特 別 積 立 金 ― ―
退 職 給 与 積 立 金 ― ―
経 営 安 定 化 積 立 金 150,000 150,000
࣍ ظ ܁ ӽ 金 2ÿ,þý9 ý9,392

Պɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
資 金 運 用 収 益 1,318,002 1,296,604
資 金 調 達 費 用 38,081 35,150

資 金 運 用 収 支 1,279,921 1,261,454
役 務 取 引 等 収 益 151,413 154,452
役 務 取 引 等 費 用 181,143 180,489

役 務 取 引 等 収 支 △�29,730 △�26,037
そ の 他 業 務 収 益 16,772 10,616
そ の 他 業 務 費 用 192 235

そ の 他 業 務 収 支 16,580 10,381
業 務 粗 利 益 1,266,770 1,245,796
業 務 粗 利 益 率 1.70％ 1.63％

Պɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
役 務 取 引 等 収 益 151,413 154,452
受 入 為 替 手 数 料 58,609 59,598
そ の 他 の 受 入 手 数 料 92,804 94,853
その他の役務取引等収益 ― ―

役 務 取 引 等 費 用 181,143 180,489
支 払 為 替 手 数 料 20,917 21,214
そ の 他 の 支 払 手 数 料 4,454 902
その他の役務取引等費用 155,771 158,372

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
受 取 利 息 の 増 減 △�17,206 △�21,398
支 払 利 息 の 増 減 △�20,268 △�2,931

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
業 務 純 益 142,327 137,358

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
人 件 費 647,974 677,996

報 酬 給 料 手 当 523,785 533,458
退 職 給 付 費 用 45,589 55,769
そ の 他 78,599 88,768

物 件 費 408,355 416,330
事 務 費 199,932 215,764
固 定 資 産 費 76,097 68,645
事 業 費 38,102 36,988
人 事 厚 生 費 13,594 15,376
減 価 償 却 費 54,278 54,960
そ の 他 26,350 24,594

税 金 28,180 14,111
ܦ අ ߹ ܭ ø,÷ÿ4,üøø ø,ø÷ÿ,43ÿ

（注）業務粗利益率＝
業務粗利益

×100
資金運用勘定計平均残高

Ӧ༰ܦཧɾܦ

ओཁͳܦӦࢦඪのਪҠ （単位：千円）

۠ɹɹɹ ฏ2ý ฏ2þ ฏ2ÿ ฏ29 ฏ3÷
経 常 収 益 1,608,522 1,676,117 1,521,511 1,491,606 1,573,862
経 常 利 益 194,565 18,762 137,558 110,121 248,287
当 期 純 利 益 150,903 377 80,901 135,762 205,198
預 金 積 金 残 高 70,905,859 71,917,085 72,616,999 74,075,980 77,088,555
貸 出 金 残 高 40,212,318 39,846,066 39,678,143 43,327,948 43,889,966
有 価 証 券 残 高 9,630,161 10,501,394 11,818,536 12,739,354 12,378,920
総 資 産 額 74,916,925 75,909,378 76,492,743 79,550,701 82,705,618
純 資 産 額 3,451,852 3,443,522 3,419,633 3,554,799 3,750,254
自己資本比率（単体） 9.08％ 8.90％ 8.48％ 8.55％ 8.44％
出 資 総 額 771,948 765,521 746,296 733,201 703,581
出 資 総 口 数 771,948口 765,521口 746,296口 733,201口 703,581口
出資に対する配当金 15,558 15,324 15,105 14,818 14,576
職 員 数 106人 100人 98人 93人 92人

（注）  1 ．残高計数は期末日現在のものです。
　　  ２ ．「自己資本比率（単体）」の平成18年度以降の計数は、平成18年金融庁告示第２２号により算出しております。
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注） 自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の ２ の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会が
その保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第２２号）」に係る算式に基づき算出しております。なお、当組
合は国内基準を採用しております。

Ӧ༰ܦཧɾܦ
گຊのॆ࣮のঢ়ࢿݾࣗ （単位：百万円）

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷ܦաાஔʹΑΔ
ෆ ࢉ ೖ ֹ

աાஔʹΑΔܦ
ෆ ࢉ ೖ ֹ

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 　 　 （1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額 3,367 3,528
う ち 、 出 資 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 額 733 703
う ち 、 利 益 剰 余 金 の 額 2,649 2,839
う ち 、 外 部 流 出 予 定 額 　 （△） 14 14
う ち 、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ― ―

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 151 60
う ち 、 一 般 貸 倒 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 151 60
う ち 、 適 格 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 ― ―

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のう
ち、 コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 ― ―

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コ
ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 ― ―

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 　 　 　（イ） 3,519 3,589
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 　 　 （2）
無 形 固 定 資 産（ モ ー ゲ ー ジ・ サ ー ビ シ ン グ・
ラ イ ツ に 係 る も の を 除 く。） の 額 の 合 計 額 5 1 8

う ち 、 の れ ん に 係 る も の の 額 ― ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 5 1 8

繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く。） の 額 ― ― ―
適 格 引 当 金 不 足 額 ― ― ―
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 ― ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ― ―
前 払 年 金 費 用 の 額 ― ― ―
自己 保 有 普 通 出 資 等（ 純 資 産 の 部 に 計 上 さ れ る も の を 除 く。） の 額 ― ― ―
意 図 的 に 保 有 し て い る 他 の 金 融 機 関 等 の 対 象 資 本 調 達 手 段 の 額 ― ― ―
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ― ― ―
信 用 協 同 組 合 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ― ― ―
特 定 項 目 に 係 る 1 0 パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 ― ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ―

特 定 項 目 に 係 る 1 5 パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 ― ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ―

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額 　 　 　（ロ） 5 8
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額 （（イ）－（ロ））　 　 　 　 　 （ハ） 3,513 3,581
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 　 （3）
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 38,624 39,957

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △�449 △�150
う ち、 他 の 金 融 機 関 等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー △�451 △�150
う ち 、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ― ―

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 2,433 2,468
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 ― ―
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 ― ―
リ ス ク・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額　　　（ニ） 41,058 42,425
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率 （（ハ）／（ニ）） 8.55 8.44
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ͦのଞ༗Ձূ݊ （単位：百万円）

छɹɹྨ ฏ29 ฏ3÷
貸आରরද্ֹܭ औಘݪՁ ࠩɹɹֹ 貸आରরද্ֹܭ औಘݪՁ ࠩɹɹֹ

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株 式 ― ― ― ― ― ―
債 券 9,641 9,414 227 10,470 10,221 248
国 債 ― ― ― ― ― ―
地 方 債 2,405 2,300 105 2,401 2,300 101
短期社債 ― ― ― ― ― ―
社 債 7,235 7,114 121 8,068 7,921 147

そ の 他 730 700 29 743 700 42
খ ܭ ø÷,3þ2 ø÷,øøü 2üý øø,2ø3 ø÷,92ø 29ø

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株 式 ― ― ―
債 券 2,295 2,314 △�19 1,093 1,099 △�6
国 債 ― ― ― ― ― ―
地 方 債 ― ― ― ― ― ―
短期社債 ― ― ― ― ― ―
社 債 2,295 2,314 △�19 1,093 1,099 △�6

そ の 他 ― ― ― ― ― ―
খ ܭ 2,29ü 2,3ø4 ˚�ø9 ø,÷93 ø,÷99 ˚�ý
߹ɹɹ ܭ ø2,ýýþ ø2,43÷ 23þ ø2,3÷þ ø2,÷2ø 2ÿü

（注） 1 ．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等にもとづいております。
　　  ２ ．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　  ３ ．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

Ӧ༰ܦཧɾܦ
ߴۉఆのฏצఆɺௐୡצ金運用ࢿ

ç༗Ձূ݊ɺ金મの৴ୗのऔಘՁ֨·ͨܖՁ֨ɺ࣌ՁٴͼධՁଛӹ（単位：百万円）

ΦϑόϥϯεऔҾのঢ়گ

ചങత༗Ձূ݊ ຬظอ༗తの݊࠴

ઌऔҾの࣌Ձใ

Ձの͋Δの࣌Ͱࣜגͼؔ࿈๏ਓٴࣜג๏ਓࢠձࣾɾࢠ ͱೝΊΒΕΔ༗Ձূ݊ࠔΊͯۃՁΛѲ͢Δ͜ͱ͕࣌

૯࢈ࢿརӹ （単位：％）

ø ళฮΓの༬金͓Αͼ貸出金ߴ （単位：百万円）

૯ࢿ金རৌ （単位：％）

༬貸͓Αͼ༬ূ （単位：％）

Պɹɹɹ ɹ ฏߴۉ རɹɹଉ རçճçΓ

資 金 運 用 勘 定 29年度 74,433百万円 1,318,002千円 1.77％

30年度 76,281 1,296,604 1.69
う ち
貸 出 金

29年度 40,128 1,178,102 2.93
30年度 42,005 1,162,555 2.76

う ち
預 け 金

29年度 22,116 34,083 0.15
30年度 21,792 29,882 0.13

う ち
有 価 証 券

29年度 11,988 97,816 0.81
30年度 12,251 96,165 0.78

資 金 調 達 勘 定 29年度 73,851 38,081 0.05
30年度 76,260 35,150 0.04

う ち
預 金 積 金

29年度 73,756 37,483 0.05
30年度 76,138 34,562 0.04

う ち
譲 渡 性 預 金

29年度 ― ― ―
30年度 ― ― ―

う ち
借 用 金

29年度 53 174 0.32
30年度 78 146 0.18

該当事項なし

該当事項なし 該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし 該当事項なし

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
総 資 産 経 常 利 益 率 0.13 0.30
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0.17 0.24

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
1 店 舗当りの預金残高 5,291 5,506
1 店舗当りの貸出金残高 3,094 3,134

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
資 金 運 用 利 回（a） 1.77 1.69
資 金 調 達 原 価 率（b） 1.52 1.50
資 金 利 鞘（a － b） 0.25 0.19

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷

預 貸 率 （期　　末） 58.49 56.93
（期中平均） 54.40 55.16

預 証 率 （期　　末） 17.19 16.05
（期中平均） 16.25 16.09

߲ɹɹɹ औಘՁ֨
·ͨܖՁ֨ ɹՁ࣌ ධՁଛӹ

有 価 証 券 29年度末 12,501 12,739 237
30年度末 12,093 12,378 285

金 銭 の 信 託 29年度末 ― ― ―
30年度末 ― ― ―

デリバティブ等
商 品

29年度末 ― ― ―
30年度末 ― ― ―

（注） 1 ．「時価」は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会：
平成11年 1 月２２日）に定める時価に基づいて表示しております。なお、時価のな
いものについては、帳簿価格で表示しております。

　　  ２ ．デリバティブ等商品とは、金融先物商品やデリバティブ商品（協同組合による
金融事業に関する法律施行規則第41条第 1 項第 5 号に掲げる取引）です。

（注）総資産経常（当期純）利益率＝
経常（当期純）利益

×100
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

（注） 1 ．預貸率＝
貸出金

×100
（預金積金＋譲渡性預金）

　　  ２ ．預証率＝
有価証券

×100
（預金積金＋譲渡性預金）

༗Ձূ݊の࣌Ձใ
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Ӧ༰ܦཧɾܦ

ࢿ 金 運 用

ࢿ 金 ௐ ୡ

ͦのଞۀऩӹの༁ （単位：百万円）

貸出金छྨผฏߴۉ （単位：百万円、％）

༗Ձূ݊छྨผฏߴۉ （単位：百万円、％）

༬金छผฏߴۉ （単位：百万円、％）

ఆظ༬金छྨผߴ （単位：百万円）

৬һ øਓΓの༬金͓Αͼ貸出金ߴ （単位：百万円）

貸出金金ར۠ผߴ （単位：百万円）

ফඅऀϩʔϯɾॅϩʔϯߴ （単位：百万円、％）

貸出金్ผߴ （単位：百万円、％）

༬金ऀผ༬金ߴ （単位：百万円、％）

ߴஷܗࡒ （単位：百万円）

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
外 国 為 替 売 買 益 ― ―
商 品 有 価 証 券 売 買 益 ― ―
国 債 等 債 券 売 却 益 4 ―
国 債 等 債 券 償 還 益 ― ―
金 融 派 生 商 品 収 益 ― ―
そ の 他 の 業 務 収 益 12 10
ͦ の ଞ ۀ  ऩ ӹ ߹ ܭ øý ø÷

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
固 定 金 利 定 期 預 金 41,419 41,980
変 動 金 利 定 期 預 金 ― ―
そ の 他 の 定 期 預 金 ― ―
߹ ܭ 4ø,4ø9 4ø,9ÿ÷

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
財 形 貯 蓄 残 高 ― ―

छɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
流 動 性 預 金 28,867 39.1 30,741 40.4
定 期 性 預 金 44,888 60.9 45,396 59.6
譲 渡 性 預 金 ― ― ― ―
その他の預金 ― ― ― ―
߹ ܭ þ3,þüý ø÷÷õ÷ þý,ø3ÿ ø÷÷õ÷

Պɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
割 引 手 形 301 0.8 315 0.8
手 形 貸 付 464 1.2 359 0.9
証 書 貸 付 34,365 85.6 36,544 87.0
当 座 貸 越 4,996 12.4 4,785 11.3
߹ ܭ 4÷,ø2ÿ ø÷÷õ÷ 42,÷÷ü ø÷÷õ÷

۠ɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
消費者ローン 9,597 59.7 9,224 58.6
住 宅 ロ ー ン 6,474 40.3 6,514 41.4
߹ ܭ øý,÷þø ø÷÷õ÷ øü,þ3ÿ ø÷÷õ÷

۠ɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
運 転 資 金 26,056 60.1 26,446 60.3
設 備 資 金 17,271 39.9 17,443 39.7
߹ ܭ 43,32þ ø÷÷õ÷ 43,ÿÿ9 ø÷÷õ÷

۠ɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
国 債 ― ― ― ―
地 方 債 2,300 19.2 2,300 18.8
短 期 社 債 ― ― ― ―
社 債 9,010 75.2 9,178 74.9
株 式 71 0.6 71 0.6
外 国 証 券 205 1.7 200 1.6
その他の証券 400 3.3 500 4.1
߹ ܭ øø,9ÿÿ ø÷÷õ÷ ø2,2üø ø÷÷õ÷

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
職 員 1人 当 り の 預 金 残 高 755 794
職員 1人当りの貸出金残高 442 452

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
固 定 金 利 貸 出 23,698 24,003
変 動 金 利 貸 出 19,629 19,886
߹ ܭ 43,32þ 43,ÿÿ9

۠ɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
個 人 51,075 69.0 51,710 67.1
法 人 23,000 31.0 25,378 32.9
一 般 法 人 16,986 22.9 18,345 23.8
金 融 機 関 115 0.2 110 0.1
公 金 5,898 7.9 6,923 9.0

߹ ܭ þ4,÷þü ø÷÷õ÷ þþ,÷ÿÿ ø÷÷õ÷
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ࢿ 金 運 用
༗Ձূ݊छྨผଘؒظผߴ （単位：百万円）

貸Ҿ金の༁ （単位：百万円）

ɹɹɹç୲อछྨผ貸出金ٴߴͼ࠴อূݟฦ （ֹ単位：百万円、％）

貸出金ঈ٫ֹ （単位：百万円）

۠ɹɹɹ ø以 øü以 üø÷以 ø÷

国 債
平成29年度末 ― ― ― ―
平成30年度末 ― ― ― ―

地 方 債
平成29年度末 ― 1,553 516 440
平成30年度末 100 1,543 308 449

短期社債
平成29年度末 ― ― ― ―
平成30年度末 ― ― ― ―

社 債
平成29年度末 400 3,353 3,968 1,706
平成30年度末 903 3,145 3,374 1,739

株 式
平成29年度末 ― ― ― ―
平成30年度末 ― ― ― ―

外国証券
平成29年度末 ― ― 202 ―
平成30年度末 ― 101 101 ―

その他の
証 券

平成29年度末 ― ― 524 ―
平成30年度末 ― 117 423 ―

߹ ܭ
ฏ29 4÷÷ 4,9÷þ ü,2ø3 2,ø4ý
ฏ3÷ ø,÷÷3 4,9÷þ 4,2÷þ 2,øÿÿ

߲ɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

ߴظ ֹݮ૿ ߴظ ֹݮ૿
一般貸倒引当金 151 39 60 △�90
個別貸倒引当金 712 △�212 375 △�336
貸Ҿ金߹ܭ ÿý3 ˚�øþ2 43ý ˚�42þ

（注）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係
る引当は行っておりません。

۠ɹɹɹɹ 金ɹֹ ൺߏ ฦֹݟอূ࠴
当 組 合
預 金 積 金

平成29年度末 1,092 2.5 ―
平成30年度末 1,098 2.5 ―

有 価 証 券
平成29年度末 ― ― ―
平成30年度末 ― ― ―

動 産
平成29年度末 3 ― ―
平成30年度末 2 ― ―

不 動 産
平成29年度末 20,601 47.7 1
平成30年度末 22,452 51.1 1

そ の 他
平成29年度末 2 ― ―
平成30年度末 ― ― ―

খ ܭ
ฏ29 2ø,ý99 ü÷õ3 ø
ฏ3÷ 23,üü3 ü3õþ ø

信用保証協会
・信用保険

平成29年度末 3,708 8.6 48
平成30年度末 3,422 7.8 43

保 証
平成29年度末 8,545 19.8 8
平成30年度末 7,340 16.7 1

信 用
平成29年度末 9,185 21.3 51
平成30年度末 9,573 21.8 43

߹ ܭ
ฏ29 43,ø39 ø÷÷õ÷ ø÷9
ฏ3÷ 43,ÿÿ9 ø÷÷õ÷ ÿ9

߲ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
貸 出 金 償 却 額 ― ―

貸出金ۀछผߴɾߏൺ （単位：百万円、％）

ɹछɹผۀ
ฏ29 ฏ3÷

金ɹֹ ൺߏ 金ɹֹ ൺߏ
製 造 業 1,860 4.3 1,748 4.0
農 業 ・ 林 業 455 1.0 656 1.5
漁 業 21 0.0 22 0.0
鉱 業、 砕 石 業、 砂 利 採 取 業 0 0.0 84 0.2
建 設 業 2,113 4.9 1,937 4.4
電 気・ ガ ス・ 熱 供 給・ 水 道 業 167 0.4 75 0.2
情 報 通 信 業 71 0.2 64 0.1
運 輸 業 、 郵 便 業 252 0.6 244 0.6
卸 売 業 、 小 売 業 3,044 7.0 2,702 6.2
金 融 ・ 保 険 業 207 0.5 3 0.0
不 動 産 業 1,636 3.8 1,595 3.6
物 品 賃 貸 業 5 0.0 1 0.0
学 術 研 究、 専 門・ 技 術 サ ー ビ ス 業 84 0.2 80 0.2
宿 泊 業 1,621 3.7 2,497 5.7
飲 食 業 262 0.6 266 0.6
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業、 娯 楽 業 30 0.1 20 0.0
教 育 、 学 習 支 援 業 116 0.3 33 0.1
医 療 、 福 祉 536 1.2 227 0.5
そ の 他 の サ ー ビ ス 2,065 4.8 2,089 4.8
そ の 他 の 産 業 775 1.8 803 1.8
খ ܭ øü,32÷ 3üõ4 øü,ø4ý 34õü
地 方 公 共 団 体 7,112 16.4 7,679 17.5
個 人（ 住 宅・ 消 費・ 納 税 資 金 等 ） 20,895 48.2 21,064 48.0
߹ ܭ 43,32þ ø÷÷õ÷ 43,ÿÿ9 ø÷÷õ÷

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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ܦ Ӧ  ༰
金༥࠶ੜ๏։ࣔٴݖ࠴ͼಉݖ࠴ʹର͢Δอશֹ （単位：百万円、％）

۠ɹɹɹɹɹ ɹֹݖɹ࠴
ʢ"ʣ

୲อɾอূ
ʢ#ʣ

貸Ҿ金
ʢ$ʣ

อɹશɹֹ
ʢ%ʣ�ʢ#ʣ�ʢ$ʣ

อɹશɹ
ʢ%ʣ�ʢ"ʣ

貸Ҿ金Ҿ
ʢ$ʣ�ʢ"�#ʣ

破 産 更 生 債 権 及 び
これらに準ずる債権

平成29年度 830 234 595 830 100.00 100.00
平成30年度 454 205 248 454 100.00 100.00

危 険 債 権
平成29年度 667 433 116 550 82.51 50.00
平成30年度 693 439 126 566 81.70 50.00

要 管 理 債 権
平成29年度 464 334 30 365 78.74 23.66
平成30年度 34 14 2 16 47.71 10.73

不 良 債 権 計
平成29年度 1,961 1003 742 1,746 89.02 77.52
平成30年度 1,182 659 377 1,037 87.75 72.30

正 常 債 権
平成29年度 41,559
平成30年度 42,878

߹ ܭ
ฏ29 43,ü2ø
ฏ3÷ 44,÷ý÷

（注） 1 ．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権です。

　　  ２ ．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権です。

　　  ３ ．「要管理債権」とは、「 ３ か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　  4 ．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
　　  5 ．「担保・保証等 (B)」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　  ６ ．「貸倒引当金 (C)」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。
　　  7 ．金額は決算後（償却後）の計数です。

ɹɹɹçϦεΫཧٴݖ࠴ͼಉݖ࠴ʹର͢Δอશ （ֹ単位：百万円、％） ๏ྩ९कମ੍

ۤॲཧાஔٴͼฆ૪ղܾાஔの༰

۠ɹɹɹ ߴɹ
ʢ"ʣ

୲อɾอূֹ
ʢ#ʣ

貸Ҿ金
ʢ$ʣ

อશ
ʢ#ʴ$ʣʗʢ"ʣ

破綻先債権
平成29年度 399 76 323 100.00
平成30年度 76 57 19 100.00

延 滞 債 権
平成29年度 1,094 589 388 89.34
平成30年度 1,071 587 356 88.15

3か 月以上
延 滞 債 権

平成29年度 30 13 2 50.24
平成30年度 11 0 0 4.79

貸 出 条 件
緩 和 債 権

平成29年度 433 321 28 80.73
平成30年度 22 10 1 51.12

߹ ܭ
ฏ29 ø,9üÿ ø,÷÷÷ þ42 ÿ9õ÷÷
ฏ3÷ ø,øÿø ýüü 3þþ ÿþõ4ø

（注） 1 ．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続
していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の
見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、①会社更生法又は、金融機関等の更生手続の特例等に関す
る法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、②民事
再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、③破産
法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者、④会社法の
規定による特別清算開始の申立てがあった債務者、⑤手形交換所の
取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

　　  ２ ．「延滞債権」とは、上記 1 ．および債務者の経営再建又は支援（以
下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払い
を猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。

　　  ３ ．「 ３ か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日
の翌日から ３ か月以上延滞している貸出金（上記 1 ．および ２ ．を
除く）です。

　　  4 ．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄
その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（上記 1 ．〜 ３ ．
を除く）です。

　　  5 ．「担保・保証額（B）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額
及び保証による回収が可能と認められる額です。

　　  ６ ．「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対
して引き当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金
等に対する貸倒引当金は含まれておりません。　

　　  7 ．「保全率（B ＋ C）／（A）」はリスク管理債権ごとの残高に対し、
担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

　　  8 ．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が
可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する
前の金額であり、全てが損失となるものではありません。

　当組合は、協同組織金融機関として、中小零細事業者および勤労者の
金融の円滑化、ならびにお客さまへのサービスの向上に努めることによ
り地域の経済、社会生活の健全な発展に貢献する使命を負っています。
こうした社会的責任と公共的使命を充分自覚し、今後もコンプライアン
スを最重要課題と位置づけ取組んでまいります。
　当組合では、全役職員にコンプライアンスの徹底を図るため、各営業
部店にコンプライアンス担当者を配置し、本部に設置した「コンプライ
アンス委員会」で報告・相談苦情等を討議するとともに、具体的な実践
計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、検定試験の受
験、職場内研修・外部派遣研修を実施するなど、体制の整備・充実を図
っております。

●苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある
営業店または下記の窓口をご利用ください。

【窓口：奄美信用組合　総務部】　電話番号0997－52－7111
受 付 日　月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および当組合の休業日は除く）
受付時間　午前 9 時～午後 5 時
なお､ 苦情対応の手続きについては、当組合ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス　http://www.amamishinkumi.co.jp/

●紛争解決措置
　東京弁護士会　紛争解決センター（電話：03－3581－0031）
　第一東京弁護士会　仲裁センター（電話：03－3595－8588）
　第二東京弁護士会　仲裁センター（電話：03－3581－2249）
で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さま
は、上記奄美信用組合総務部または、下記窓口までお申し出ください。
また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、前記東京・第一東京・第二東京弁護士会の各仲裁センターは、東
京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。

【窓口：一般社団法人　全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
受 付 日　月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および協会の休業日は除く）
受付時間　午前 9 時～午後 5 時
電　　話　03－3567－2456
住　　所　〒104－0031　東京都中央区京橋 1 － 9 － 1
　　　　　（全国信用組合会館内）
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ܦ Ӧ  ༰
ϦεΫཧମ੍

ʕɹɹఆɹੑɹతɹࣄɹ߲ɹɹʕ
・信用リスクに関する事項
・信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要…該当事項なし
・証券化エクスポージャーに関する事項…該当事項なし
・オペレーショナル・リスクに関する事項
・協同組合による金融事業に関する法律施行令（昭和五十七年政令第四十四号）第三条第五項第三号に規定する出資その他これ
に類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
・金利リスクに関する事項

˔৴用ϦεΫʹؔ͢Δ߲ࣄ

ϦεΫのઆ໌
　「信用リスク」とは、融資先の財務状況の悪化等によって、資産の価値が減少または消失し、損失を被るリスクをいいま
す。信用リスクは業務の基幹をなすリスクであるとともに、経営に与える影響が最も大きなリスクであるとの認識のもと、
万全の管理体制整備を図るとともに管理手法の高度化に取り組んでいます。

 ཧ ମ ੍

　「信用リスク管理規定」に基づいて審査・管理体制を強化し、資産の健全性維持・確保の観点から、「公共性」「収益性」「成
長性」「流動性」「安全性」の原則に則り、お取引先の財務内容・実態の把握、資金使途および返済財源の確認など、キャ
ッシュ・フロー重視の審査によって個別審査の厳格化を図っています。
　また、貸出ポートフォリオの健全性確保の観点から、特定のお取引先や業種への貸出に偏ることのないような制度・枠
組みを設け、リスク分散に留意した貸出運営に努めています。

ධ Ձɾ ܭ ଌ
　信用リスクを評価するため、融資先に関する定量的・定性的な要素に基づいて、資産査定を定期的に実施し、その結果
を開示しています。
　なお、それぞれの結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

˙貸Ҿ金のج্ܭ४
　償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
　法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者（「破綻先」）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（「実質破綻先」）に係る債権
については、担保の処分可能見込額及び保証による処分可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（「破綻懸念先」）に対する債権のうち、担保の処分可
能見込額及び保証による処分可能見込額を控除し、その残額に対し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた金額を計
上しております。ただし、算出した貸倒実績率が50％を下回る場合には、貸倒実績率を50％に置き換えております。
　上記以外の債務者（「正常先」「要注意先」「要管理先」）については、債務者区分ごとに、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実
績率を債権額に乗じた金額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

˙ϦεΫɾΣΠτのఆʹ用͢Δద֨֨ؔػの໊শ
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の 5つの機関を採用しております。また、エクスポージャーの種類ごとの適格格付機関
も同様となっております。
　①�株式会社格付投資情報センター（R＆ I）
　②�株式会社日本格付研究所（JCR）
　③�ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
　④�スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆P）
　⑤�フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

˙৴用ϦεΫのݮख๏ʹؔ͢ΔϦεΫཧํٴͼखଓの֓ཁ
　以下の条件を満たしているのを確認し、貸出金と当組合預金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後エクスポージャーとみなしており、これ
を用いている取引の種類は、総合口座貸越、個別担保貸出であり、担保預金を該当の貸出金にのみ充当しております。
　①�預金担保差入証の徴求により、貸出金と担保預金の相殺が法的に有効である根拠を有している。
　②�オンライン登録による照会等で、相殺契約下にある貸出金と担保預金をいつでも特定可能である。
　③�オンライン登録による期日管理で、担保預金が継続されないリスクが監視、管理されている。
　④�オンライン登録による照会等で、貸出金と担保預金の相殺後の額が監視、管理されている。

˙ੜऔҾٴͼؒظࡁܾظऔҾのऔҾ૬खのϦεΫʹؔ͢ΔϦεΫཧのํٴͼखଓの֓ཁ
　　該当事項なし
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ܦ Ӧ  ༰

˔ূ݊ԽΤΫεϙʔδϟʔʹؔ͢Δ߲ࣄ

該当事項なし

˔ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫʹؔ͢Δ߲ࣄ

ϦεΫのઆ໌
　オペレーショナル・リスクとは、「内部プロセス、人、システムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外
性的事象が生起することから生じる損失にかかわるリスク」のことです。具体的には、事務ミス、不正、法令違反、シス
テム障害などの内部管理上の問題や、災害、テロリズム、犯罪などの外部要因により損失が発生するリスクのことです。

 ཧ ମ ੍
　オペレーショナル・リスクへ対応するため、事務リスク、システムリスク等の管理方針を規定し、内規および危機管理
マニュアルに基づいたリスク管理体制を構築しております。

ධ Ձ ɾ ܭ ଌ 　「基礎的手法」に基づいてオペレーショナル・リスク量の計測を行っております。

˙ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹのࢉ出ʹ用͢Δख๏の໊শ
　オペレーショナル・リスクは、当組合は「基礎的手法」を採用しております。

˔出ͦࢿのଞ͜Εʹྨ͢ΔΤΫεϙʔδϟʔຢࣜגΤΫεϙʔδϟʔʹؔ͢ΔϦεΫཧのํ๏ٴͼखଓの֓ཁʹؔ͢Δ߲ࣄ

ϦεΫཧのํ๏
ͼखଓの֓ཁٴ

　上場株式、株式関連投資信託については、時価評価によるリスク量計測によって把握しています。また、非上場株式に
ついては、当組合の内部規定に基づき適正に運用、管理を行っています。さらに、関連会社等への出資金については、常
務会、理事会の承認に基づいた運用、管理を行っています。リスクの状況については、有価証券保有報告等により定期的
に常務会、理事会へ報告しています。

ධ Ձ ɾ ܭ ଌ 　時価評価によるリスク量計測に加え、VaRに基づく最大予想損失額による計測も行い、リスク管理を厳格に行います。

˔金རϦεΫʹؔ͢Δ߲ࣄ

ϦεΫのઆ໌
　金利リスクとは、市場金利の変動により金融機関が保有する資産や負債に対して価値の変動が生じ、利益の低下ないし
損失を被るリスクのことです。

 ཧ ମ ੍
　当組合では、リスク管理部署である総務部経理課が金利リスクのモニタリング・分析を行い定期的にALM委員会へ報
告し、金利リスク管理に関する重要な事項をALM委員会で協議・検討を行い、資産・負債の最適化に向けたリスク管理
を行います。

ධ Ձ ɾ ܭ ଌ
　信用組合業界で構築したSKC-ALM（資産負債総合管理）システムを用いて、VaRにより99パーセンタイル値による銀
行勘定の金利リスクを定期的に計測しています。

˙෦ཧ্用ͨ͠金རϦεΫのࢉఆख๏の֓ཁ
　当組合は、信用組合業界で構築したSKC-ALMシステムを用いて、VaR法により金利リスクを計測しております。VaR法とは、過去のデータ
を使って（観測期間）、一定の期間に（保有期間）、一定の確率で発生し得る（信頼区間）、最大の損失額を計測する手法です。

（単位：百万円）

*33##ø：金རϦεΫ

߲൪

Π ϩ

˚&7&

ظ લظ

ø ্ํύϥϨϧγϑτ 1,516

2 ԼํύϥϨϧγϑτ 0

3 εςΟʔϓԽ 1,392

4 ϑϥοτԽ

ü ظ金ར্ঢ

ý ظ金རԼ

þ େ࠷ 1,516

ϗ ϔ

ظ લظ

ÿ ຊのֹࢿݾࣗ 3,581

（注 1 ）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
（注 ２ ） 「金利リスクに関する事項」については、平成３1年金融庁告示第 ３ 号（平成３1年 ２ 月18日）による改正により、平成３1年 ３ 月末から金利リスクの定義と計

測方法等が変更になりました。このため、開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。
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ܦ Ӧ  ༰
རӹ૬ཧํ

1 ．お客様保護のための基本方針
　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下「法令等」といいます。）を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス（以下「商
品等」といいます。）を利用し又は利用しようとされる方（以下「お客様」といいます。）の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もっ
て、お客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

2 ．お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について
　当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および本基本方針に従い、お客様の利益が不当に害される
ことのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

3 ．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
　利益相反とは、当組合とお客様の間、及び、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
　当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引（以下「対象取引」といいます。）として、以下の①、②に該当するもの
を管理いたします。
　①お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
　②①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
　　�また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した総務部により、適切な特
定を行います。

4 ．利益相反取引の類型
　対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該
当する可能性があります。
（ １）お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引
（ 2）お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
（ 3）お客様から入手した情報を不当に利用して当組合または他のお客様の利益を図る取引
5 ．利益相反管理態勢
　適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署（総務部）を設置し、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、
対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。
　対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わて講じることにより、利益相反管理を行います。
　また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、監査課において監査を行い、その適切
性および有効性について定期的に検証いたします。
（ １）対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
（ 2）対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
（ 3）対象取引又はお客様との取引を中止する方法
（ ４）対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
6 ．利益相反管理の対象となる範囲
　利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。

以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問合せ窓口までご連絡下さい。
　　　　　　〔お問い合わせ窓口〕奄美信用組合　総務部　総務課　電話　0997－52－7111
　　　　　　　　　　　　　　　 【受付時間 9 ：00～17：30　ただし、当組合の休業日を除く】

தখۀاのܦӦࢧԉʹؔ͢Δऔํ ࣾձతྗʹର͢Δجຊํ

平成2１年１2月 ４ 日に施行された中小企業金融円滑化法が平成25年 3 月末
で終了しましたが、奄美信用組合（以下、「当組合」という。）は、金融
機関の社会的責任に鑑み、お客様への円滑な資金供給を金融機関の最も
重要な役割の一つであると位置付け、お客様からの、貸付条件変更の相
談や必要な資金の供給、経営改善の支援に対しては「金融円滑化に関す
る基本方針」を定め、積極的に取り組んでまいりました。
当組合は、中小企業金融円滑化法の施行以前より上記取組みをおこなっ
ており、平成25年 3 月末の中小企業金融円滑化法の期限到来後も、「金
融円滑化に関する基本方針」の通りとし、新規融資や貸付条件の変更、
経営支援等に関する相談、要望等にこれまで同様に取組んでおります。
新規融資や貸付条件の変更、経営改善の支援等、これまで通りの対応に
努め、係る取組方針を以下の通りとし、役職員に周知徹底いたします。

⑴�中小企業のお客様からの新たな融資の申込みに対しては、お客様の経
営実態を踏まえて、お客様のご要望を真摯にお伺いし、できる限りそ
の資金需要に対応するよう努めます。

⑵�中小企業や住宅ローンをご利用のお客様から返済条件の変更等に関す
る申込みがあった場合、経営実態等、お客様ごとの状況を十分に踏ま
えたうえで、できる限り柔軟に必要な措置を取るよう努めます。

⑶�中小企業のお客様の経営実態を踏まえて、経営相談、経営指導、経営
改善に関する支援を行うよう努めます。
　�また、支援を行うために、お客様の実際の状況をきめ細かく把握し、
役職員は事業価値を適切に見極めるための能力向上に努めます。

⑷�与信取引（貸付契約およびこれに伴う担保・保証契約）に関し、お客
様が理解し納得していただけるよう、知識や経験等を踏まえ、詳しく、
丁寧に、誠意をもって適切な説明を行うよう努めます。

⑸�お客様からの与信取引に係る問い合わせ、相談、要望および苦情等に
は、真摯な姿勢で適切かつ十分に対応するとともに、お客様の視点に
立った業務のあり方を検討し、たゆまぬ改善に努めます。

　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展
を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会
的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

１．��当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安
全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。

2．��当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、
暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連
携関係を構築します。

3．��当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全
体で果すため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関
係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。�

４ ．��当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の
両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

�
5 ．��当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を
隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行
いません。�

　�定款、各種預金規程、融資契約書等に「反社会的勢力排除条項」を追
加するとともに、預金口座の開設時など各種取引のお申込みの際、お
客様が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただい
ております。
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ʕɹɹఆɹྔɹతɹࣄɹ߲ɹɹʕ
・自己資本の構成に関する開示事項…本冊子の「自己資本の充実の状況」P. 8 をご参照ください
・自己資本の充実度に関する事項
・信用リスク（信用リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する事項
・信用リスク削減手法に関する事項
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項…該当事項なし。
・証券化エクスポージャーに関する事項…該当事項なし。
・出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
・リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項…該当事項なし
・金利リスクに関する事項…P.14をご参照ください

ɹྉɹฤࢿ

�߲ࣄຊのॆ࣮ʹؔ͢Δࢿݾࣗ˔ （単位：百万円）

ฏ29 ฏ3÷
ϦεΫɾΞηοτ ॴཁࣗࢿݾຊֹ ϦεΫɾΞηοτ ॴཁࣗࢿݾຊֹ

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 38,624 1,544 39,957 1,598
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 39,074 1,562 40,107 1,604
（ⅰ）ソブリン向け 114 4 89 3
（ⅱ）金融機関向け 3,967 158 4,499 179
（ⅲ）法人等向け 4,681 187 4,506 180
（ⅳ）中小企業等・個人向け 13,835 553 13,567 542
（ⅴ）抵当権付住宅ローン 1,507 60 1,422 56
（ⅵ）不動産取得等事業向け 407 16 558 22
（ⅶ）三月以上延滞等 131 5 123 4
（ⅷ）出資等 ― ― ―

出資等のエクスポージャー ― ―
重要な出資のエクスポージャー ― ―

（ⅸ）�他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部TLAC関連調達手段に該当るもの以外のものに
係るエクスポージャー

― ― ― ―

（ⅹ）�信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー ― ― ― ―

（ⅺ）その他 14,428 577 15,340 613
②証券化エクスポージャー ― ― ― ―
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー ― ―
ルック・スルー方式 ― ―
マンデート方式 ― ―
蓋然性方式（250%） ― ―
蓋然性方式（400%） ― ―
フォールバック方式（1,250%） ― ―

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 1 0 0 0
⑤�他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経
過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △�451 △�18 △�150 △�6

⑥CVAリスク相当額を8％で除して得た額 ― ― ― ―
⑦中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ―

ロ．オペレーショナル・リスク 2,433 97 2,468 98
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 41,058 1,642 42,425 1,697

（注） 1．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額× 4％
　　  2 ．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　  3 ．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中

央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会
及び漁業信用基金協会のことです。

　　  4 ．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第
一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

　　  5 ．「その他」とは、（i）〜（x）に区分されないエクスポージャーです。具体的には『大口貸出債権」、｢出資等」、[取立未済手形」等が含まれます。
　　  6 ．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
　粗利益（直近 3年間のうち正の値の合計額）×15％
　　直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数　　÷ 8％

　　  7 ．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額× 4％

「リスク・アセット」とは、貸出金や有価証券などリスクを有する資産に対し、資産の種類ごとに一律の掛目（リスク・
ウェイト）を乗じた資産の額です。
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˔৴用ϦεΫʹؔ͢ΔΤΫεϙʔδϟʔٴͼओͳछྨผのظߴʢҬผɾۀछผɾଘؒظผʣ� （単位：百万円）

ΤΫεϙʔδϟʔ
۠

Ҭ۠
छ۠ۀ
۠ؒظ

৴用ϦεΫΤΫεϙʔδϟʔظߴ

3 ϱ ݄ 以 ্ Ԇ 
ΤΫεϙʔδϟʔ

貸出金ɺίϛοτϝ
ϯτٴͼͦのଞのσ
ϦόςΟϒ以外のΦ
ϑɾόϥϯεऔҾ

ɹɹɹɹɹ݊࠴ σϦόςΟϒऔҾ

ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷
国 内 79,066 81,715 42,535 43,007 11,710 11,315 ― ― 632 317
国 外 206 203 ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ҭ ผ ߹ ܭ þ9,2þ2 ÿø,9øÿ 42,ü3ü 43,÷÷þ øø,þø÷ øø,3øü ― ― ý32 3øþ
製 造 業 4,090 3,662 1,989 1,856 2,097 1,802 ― ― ― ―
農 業 、 林 業 1,016 1,279 1,016 1,279 ― ― ― ― 19 35
漁 業 48 44 48 44 ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 0 156 0 156 ― ― ― ― ― ―
建 設 業 2,419 2,150 2,420 2,150 ― ― ― ― 25 20
電気・ガス・熱供給・水道業 254 157 254 157 ― ― ― ― ― ―
情 報 通 信 業 72 76 72 77 ― ― ― ― ― ―
運 輸 業、 郵 便 業 3,098 2,991 293 288 2,802 2,700 ― ― ― ―
卸 売 業、 小 売 業 4,082 3,861 3,467 3,246 613 613 ― ― 84 168
金 融 業、 保 険 業 21,411 23,913 229 66 1,904 1,902 ― ― ― ―
不 動 産 業 3,368 3,485 1,771 1,884 1,594 1,598 ― ― ― ―
物 品 賃 貸 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
宿 泊 業 1,622 2,498 1,622 2,498 ― ― ― ― ― ―
飲 食 業 555 583 555 583 ― ― ― ― 17 17
生活関連サービス業、娯楽業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
教 育、 学 習 支 援 業 116 34 116 33 ― ― ― ― ― ―
医 療 、 福 祉 1,504 1,219 1,504 1,219 ― ― ― ― 317 0
そ の 他 の サ ー ビ ス 3,076 3,211 3,075 3,210 ― ― ― ― 32 0
そ の 他 の 産 業 287 222 285 221 ― ― ― ― ― ―
国・地 方 公 共 団 体 等 9,836 10,404 7,130 7,699 2,700 2,700 ― ― ― ―
個 人 16,690 16,341 16,689 16,341 ― ― ― ― 138 77
そ の 他 5,728 5,632 ― ― ― ― ― ― ― ―
ۀ छ ผ ߹ ܭ þ9,2þ2 ÿø,9øÿ 42,ü3ü 43,÷÷þ øø,þø÷ øø,3øü ― ― ý32 3øþ
1 年 以 下 18,076 20,636 5,563 4,173 400 1,000 ― ―
1年 超 3 年 以 下 7,438 7,796 6,032 5,289 1,404 2,502 ― ―
3年 超 5 年 以 下 11,710 8,006 3,902 3,281 3,401 2,101 ― ―
5年 超 7 年 以 下 5,279 5,992 3,244 3,356 1,814 2,312 ― ―
7年 超 1 0 年 以 下 9,056 8,062 5,942 6,454 2,596 1,400 ― ―
1 0 年 超 19,867 22,377 17,767 20,373 2,095 2,000 ― ―
期間の定めのないもの 2,849 4,161 85 81 ― ― ― ―
そ の 他 4,997 4,888 ― ― ― ― ― ―
 ଘ ظ ؒ ผ ߹ ܭ þ9,2þ2 ÿø,9øÿ 42,ü3ü 43,÷÷þ øø,þø÷ øø,3øü ― ―

（注）1．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバテ
ィブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　  2 ．「 3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　  3 ．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャー

です。具体的には「投資信託・株式」、「現金」等が含まれます。
　　  4 ．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　  5 ．業種別区分は日本産業分類の大分類に準じて記載しております。

「デリバティブ取引＝派生商品取引」とは、有価証券や通貨など本来の金融商品から派生してできた取引（変動する商品の価格を主な
対象とする取引）のことです。

˔Ұൠ貸Ҿ金ɺݸผ貸Ҿ金のظٴߴͼظதの૿ֹݮ
　「貸倒引当金の内訳」P.11をご参照ください。

ܦ Ӧ  ༰
৴用ϦεΫʹؔ͢Δ߲ࣄʢϦεΫɾΣΠτのΈͳ͕͠ࢉܭద用͞ΕΔΤΫεϙʔδϟʔٴͼূ݊ԽΤΫεϙʔδϟʔΛআ͘ʣ
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�ߴͼ貸出金ঈ٫のٴผ貸Ҿ金ݸछผのۀ˔ （単位：百万円）

ผ貸Ҿ金ݸ 貸出金ঈظ٫टߴ ૿ظՃֹ ݮظগֹ ߴظ
ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷ ฏ29 ฏ3÷

製 造 業 37 56 18 ― 0 3 56 52 ― ―
農 業 、 林 業 4 11 5 1 0 0 10 12 ― ―
漁 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業・採石業・砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建 設 業 325 71 0 10 254 0 71 81 ― ―
電気、ガス、熱供給、水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
情 報 通 信 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
運 輸 業、 郵 便 業 3 3 0 ― ― 3 3 0 ― ―
卸 売 業、 小 売 業 107 128 17 ― 0 5 124 123 ― ―
金 融 業、 保 険 業 29 13 0 ― 16 2 13 11 ― ―
不 動 産 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
物 品 賃 貸 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
宿 泊 業 53 0 ― ― 53 0 0 0 ― ―
飲 食 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
生活関連サービス業、娯楽業 1 5 2 5 ― 4 10 ― ―
教 育、 学 習 支 援 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
医 療 、 福 祉 231 305 74 ― ― 305 305 0 ― ―
その他のサービス業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
そ の 他 の 産 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国・地 方 公 共 団 体 等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個 人 130 119 0 ― 7 35 123 84 ― ―
߹ ܭ 924 þø2 øøý øý 33÷ 3ü3 þø2 3þü ― ―

（注）1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　  2 ．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

˔ϦεΫɾΣΠτの۠͝ͱのΤΫεϙʔδϟʔのֹ� （単位：百万円）

ͰఆΊΔϦεΫɾΣΠτ۠ʢˋʣࣔࠂ
ΤΫεϙʔδϟʔのֹ

ฏ29 ฏ3÷
֨ద用༗Γ ֨ద用ແ͠ ֨ద用༗Γ ֨ద用ແ͠

0 ― 13,100 ― 13,445
10 ― 946 ― 692
20 ― 19,962 ― 22,632
35 ― 4,307 ― 4,066
50 ― 477 ― 133
57 ― 8,128 ― 0
58 ― ― ― 7,734
67 ― ― ― 0
75 ― 18,679 ― 18,303
100 ― 13,127 ― 14,450
150 ― 26 ― 25
250 ― 503 ― 502
1,250 ― ― ― ―

߹ɹɹɹɹɹܭ ― þ9,2üý ― ÿø,9ÿý
（注） 1．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　  2 ．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　  3 ．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　 
˔৴用ϦεΫݮख๏ʹؔ͢Δ߲ࣄ

当組合における信用リスク削減手法は「貸出金と当組合預金の相殺」のみであり、省略しております。

ܦ Ӧ  ༰
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ܦ Ӧ  ༰

該当事項なし

˔ΦϦδωʔλʔの߹
該当事項なし

˔ࢿՈの߹
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

該当事項なし
②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

該当事項なし
③証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額

該当事項なし

˔貸आରরදٴ্ֹܭͼ࣌Ձ� （単位：百万円）

۠ɹɹɹɹɹɹ
ฏ29 ฏ3÷

貸आରরද্ֹܭ ɹɹՁ࣌ 貸आରরද্ֹܭ ɹɹՁ࣌
上 場 株 式 等 0 0 0 0
非 上 場 株 式 等 477 477 672 672
߹ ܭ 4þþ 4þþ ýþ2 ýþ2

（注）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）のうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場株式等に含めて
記載しています。

˔出ࢿΤΫεϙʔδϟʔのചٴ٫ͼঈ٫ʹ͏ଛӹのֹ�
該当事項なし

˔貸आରরදͰೝࣝ͞Εɺ͔ͭɺଛӹࢉܭॻͰೝࣝ͞Εͳ͍ධՁଛӹのֹ�
該当事項なし

˔貸आରরදٴͼଛӹࢉܭॻͰೝࣝ͞Εͳ͍ධՁଛӹのֹ�
該当事項なし

˔ϦεΫɾΣΠτのΈͳ͕͠ࢉܭద用͞ΕΔΤΫεϙʔδϟʔʹؔ͢Δ߲ࣄ�
該当事項なし

˔ରһ
当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として

支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
⑴報酬体系の概要
　【基本報酬及び賞与】
　　 非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定して

おります。
　　 そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の

理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。
　【退職慰労金】
　　 退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
　　なお、当組合では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
⑵平成30年度における対象役員に対する報酬等の支払総額 （単位 : 千円）

（注）1．対象役員に該当する理事は 4名、監事は 1名です（期中に退任した者を含む）。
　　  2 ．上記の内訳は、「基本報酬」となっております。

۠ɹɹ ૯ֹࢧ
対 象 役 員 に 対 す る 報 酬 等 44,640

⑶その他
　 「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第 1 項 6 号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運

営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年 3 月29日付金融庁告示第23号）第 3 条第
1 項第 3 号及び第 5 号に該当する事項はありません。

˔ର৬һ
　 当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者

のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成30年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　 （注） 1．対象職員等には、期中に退任、退職した者も含めております。
　　　　 2．「同等額」は、平成30年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
　　　　 3．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び「退職金規程」に基づき支払っております。
　 　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上

げることに動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系はありません。

ੜऔҾٴͼؒظࡁܾظऔҾのऔҾ૬खのϦεΫʹؔ͢Δ߲ࣄ

ূ݊ԽΤΫεϙʔδϟʔʹؔ͢Δ߲ࣄ

出ࢿΤΫεϙʔδϟʔʹؔ͢Δ߲ࣄ

ใुମܥʹ͍ͭͯ
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外ࠃҝସऔѻߴ

外՟ߴ࢈ࢿݐ

ཧ貸ߴの༁ （単位：百万円）

Ҿडֹ࠴ڞެ

૭ൢ࣮࠴ڞެ

該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし

ࠃ ࡍ ۀ  ূ ݊ ۀ 

ͦ の ଞ ۀ 

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
全国信用協同組合連合会 1 0
株式会社商工組合中央金庫 0 0
株式会社日本政策金融公庫 242 217
独立行政法人住宅金融支援機構 764 642
独立行政法人雇用・能力開発機構 5 3
独立行政法人福祉医療機構 29 23
߹ ܭ ø,÷43 ÿÿþ

ͼ෦ࠪの༗ޮੑٴॾදのదਖ਼ੑࡒ

๏ఆࠪのঢ়گ

τϐοΫε

　私は当組合の平成30年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日までの第
63期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書（又は損失金処理計算書）の適正性、及び同書類作成に係
る内部監査の有効性を確認いたしました。

　当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第 5 条の
8 第 3 項に規定する「特定信用組合」に該当しておりますので、

「貸借対照表」「損益計算書」「剰余金処分計算書」等につきまし
ては、会計監査人である「監査法人トーマツ」の監査を受けてお
ります。

■平成30年10月 7 日　「奄美信用組合・瀬戸内支店杯グラウンドゴル
フ大会」を瀬戸内町運動公園にて開催、162名の地域の方が参加い
たしました。今回で 7 回目の開催となり、信用組合のイメージアップ・
地域貢献につながりました。

■平成30年10月30日　第一勧業信用組合と地域の活性化や産業発展を
目指す「連携協力に関する協定」を結びました。協定は互いの地域
で培ったノウハウやネットワークを活かし取引先同士の首都圏での
販路拡大やビジネスマッチングを後押します。地元商品 PR や人的
往来の活性化要望があれば創業・イベントなども支援して行きます。

■社会貢献活動の一還として、医療に必要な血液の安定的確保に寄与
する為、鹿児島県赤十字血液センターの集団献血実施依頼により、
平成31年 2 月27日に本店駐車場にて集団献血を実施いたしました。
信用組合業界では、活動の一還として献血活動を積極的に進めてお
り、当組合は、今後も、献血の普及・啓発に寄与してまいります。

■キャシュレス化の進展促進の取組みとして、カード加盟店サービス
（琉球銀行との業務提携）を開始いたします。（開始予定日2019年 9 月）

ฏ3÷ެݿɾஂۀࣄผ貸出ߏߴൺ
■全国信用協同組合連合会/0.1％

■株式会社商工組合中央金庫/0.0％

■株式会社日本政策金融公庫/24.5％■独立行政法人住宅金融支援機構/72.4％

■独立行政法人 福祉医療機構/2.6％

■独立行政法人雇用・能力開発機構/0.4％

令 和 元 年 6 月 21 日

手島　博久理 事 長

奄 美 信 用 組 合
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खྉҰཡ （平成31年 4 月現在）

ࠃҝସऔѻ࣮ （単位：百万円）

ͰΜ͍͞ωοτखྉҰཡ

߹のࢠձࣾ

該当事項なし

ͦ の ଞ ۀ 

為
　
　
　
　
替
　
　
　
　
関
　
　
　
　
係

छɹɹɹɹɹɹɹྨ ྉɹɹɹɹɹ金

振
　
　
　
　
　
　
　
　
込

۠ɹɹɹɹɹɹɹ ɹɹ߹ ଞɹࣗߦɹళ ຊࢧళ

ి৴ѻ
ü万 円ະຬ  ߹ һ 108円 216円 540円

ඇ  ߹ һ 108円 216円 540円

ü 万 円 以্  ߹ һ 108円 216円 540円
ඇ  ߹ һ 324円 432円 756円

จॻѻ
ü万 円ະຬ  ߹ һ 108円 216円 540円

ඇ  ߹ һ 108円 216円 540円

ü 万 円 以্  ߹ һ 108円 216円 540円
ඇ  ߹ һ 324円 432円 756円

ఆ ֹ ࣗ ಈ ૹ 金
ʢøܖの৽نऔѻखྉø,÷ÿ÷円ʣ

ü 万 円 ະຬ 54円 54円 270円
ü 万 円 以্ 108円 108円 432円

" 5 . ৼ ࠐ ü万 円ະຬ 54円 108円 378円
ü 万 円 以্ 108円 162円 540円

ΠϯλʔωοτɾϞόΠϧόϯΩϯά
ʢøܖのجຊखྉø÷ÿ円ʣ

ü 万 円ະຬ 54円 54円 324円
ü 万 円 以্ 108円 108円 432円

छɹɹɹɹɹɹɹྨ ྉɹɹɹɹɹ金

代
金
取
立

ಉҰखަܗҬ ళ ಄ ೖ 金 øɹ௨ 無料
ຊ ࢧ ళɾ ଞ ߦ øɹ௨ 216円

্ ه 以 外
ຊ ࢧ ళ ී ௨ ѻ øɹ௨ 432円

ࢸ ٸ ѻ øɹ௨ 540円

ଞ ߦ ී ௨ ѻ øɹ௨ 648円
ࢸ ٸ ѻ øɹ௨ 864円

そ
の
他

ৼ ɾࠐ ૹ 金ɾ औ ཱ ख ܗ の   ྉ ø݅ʢ௨ʣ
648円ෆ  ख ܗ ฦ ٫ ྉ øɹ௨

औ ཱ ख ܗ ళ ಄ ఄ ࣔ ྉ øɹ௨

預
　
金
　
関
　
係

छɹɹɹɹɹɹɹྨ ݅ɹ ྉɹɹɹɹɹ金

当
座
預
金

খखா øɹ 648円
ଋखܗா øɹ 756円

खܗ用ࢴ Ұൠ࠲ޱ øɹຕ 15円
Ϛϧઐ࠲ޱ øɹຕ 540円

Ϛϧઐ࠲ޱ৽ن։ઃखྉ øܖ 3,240円
Ѽখखݾࣗ øɹຕ 540円

改
印

ฆࣦͨ͠߹ ͓٬༷
໊ٛຖ

216円
ฆࣦ͍ͯ͠ͳ͍߹Ͱɺࣗ ߹ʹΑΔվҹݾ 無料

௨ாɾূॻߦൃ࠶ øɹ݅ 1,080円
ΩϟογϡΧʔυɾϩʔϯΧʔυߦൃ࠶ øɹຕ 1,080円

融
　
資
　
関
　
係

छɹɹɹɹɹɹɹྨ ݅ɹ ྉɹɹɹɹɹ金
खׂܗҾʢୠ͠ɺøຕ૿͑Δ͝ͱʹø÷ÿ円Ճࢉʣ øɹຕ 1,080円
खܗ貸ɾ࠴อূਃࠐ øɹ݅ 1,080円

ূॻ貸ɹʢਃࠐ金ֹʹ͡·͢ɻʣ øɹ݅ 下限 1,080円
上限 54,000円

Χʔυϩʔϯ৽نऔѻखྉ øɹ݅ 無料
ϩʔϯΧʔυआखྉ øɹ݅ 2,160円
Ұ෦্܁ঈؐखྉ øɹ݅ �3,240円
Ήʣؚߋׂखɾख貸ˠূ貸ม	खྉߋ݅มࢧ øɹ݅ �6,480円
࠲貸ӽʢҰൠʣ৽نɾߋ৽खྉ øɹ݅ 無料
आखྉ Ұøޱ �2,160円
金རมߋखྉ øɹ݅ �3,240円
๏ਓձɾ੫ཧ࢜ձύʔτφʔϩʔϯの֤छखྉ øɹ݅ 無料
ϩʔϯআ͘ʣܞঈؐखྉʢఏ্܁ʣআ͘શֹआ	ࡁ貸ܾݱ
ʢଘؒظʹΑΓҟͳΓ·͢ɻʣ øɹ݅ 下限 無料

上限 32,400円

୲ อ ઃ ఆ
ࣄ  ख  ྉ

৽نɺ૿ֹɺՃɺࠩସ øɹ݅ 10,800円
ɺॱֹݮ Ґมߋɺશ෦ຣফɺ
Ұ෦ຣফɺͦのଞมߋ
ʢݖのશ෦ຣফআ͘ʣ

øɹ݅ 5,400円

※�融資関係手数料が、当該融資の年15%の利息換算を上回る場合は無料とします。

֤छূ໌ॻ
खྉߦൃ

ॻ໌ূߴ
རଉূ໌ॻ

ʢ"ʣʢ#ʣΛআ͘ øɹ௨ 432円
ʢ"ʣࠪ๏ਓґཔ øɹ௨ 1,080円
ʢ#ʣॅ金༥ࢧԉߏػ øɹ௨ 無料

༥໌ূࢿॻ øɹ௨ 5,400円
औҾ໌ࡉॻ øɹຕ 108円

 ؒ 金 ɹʢݿ  ֹ ʣ 用ྉຊج 32,400円
อ ޢ ༬ ͔ Γɹʢ  ֹ ʣ ෧ៗอޢ༬͔Γ 2,160円

྆ ସ ख  ྉ

྆ସຕ ૭ɹɹޱ ళɹɹ外
1枚〜 49枚 無料 108円
50枚〜200枚 108円 216円
201枚〜300枚 216円 324円
301枚〜400枚 324円 432円
401枚〜500枚 432円 540円
501枚〜600枚 540円 648円
601枚以上は100枚単位で100円 ( 税抜き）加算

$%ɾ"5.ར用खྉʢøճʹ͖ͭʣ ߹Χʔυ ఏܞ金༥ؔػΧʔυ
ฏʢÿ：4üʙøÿ：÷÷ʣ 無料 108円
 ɾ༵ ɾ༵ॕ ࡇ 108円 216円
ๅֹ͘͡ߴબ金ࣄखྉʢü万円金ʣ øɹ݅ 3,240円
（上記の手数料には消費税を含んでいます）

۠ɹɹɹ ฏ29 ฏ3÷
݅ɹ 金ɹֹ ݅ɹ 金ɹֹ

送金・振込 他の金融機関向け 178,903 83,927 180,519 83,302
他の金融機関から 238,631 89,562 242,990 95,272

代 金 取 立 他の金融機関向け 8,633 4,872 8,513 5,680
他の金融機関から 5,938 1,719 5,922 2,277

खྉ߲ खྉ
Πϯλʔωοτར用 ॻ໘ར用

基本手数料／月額 無料 無料
各種記録請求 432円 1,080円
開示請求 無料 432円
変更記録請求（利害関係が3名以上） ― 2,160円
口座間送金決済中止依頼 ― 756円
支払等記録請求（強制執行等の記録後） ― 1,080円
異議申立兼口座間送金決済中止依頼異議申立
手続き終了届兼異議申立預託金返還許可請求 ― 1,080円

支払不能処分調査請求 ― 1,080円
支払不能情報照会 ― 3,240円
特例開示請求書 ― 3,240円
残高証明書発行請求（都度発行方式） ― 4,320円
でんさい割引依頼、でんさい割引買戻し依頼 432円 1,080円
口座間送金決済に係る手数料 無料 無料

■主要な事業の内容
A．預金業務
　 （イ） 預　金
　　　　 当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定

期積金、別段預金、納税準備預金等を取扱っております。
　 （ロ） 譲渡性預金
　　　　譲渡可能な定期預金を取扱っております。
B．貸出業務
　 （イ） 貸　付
　　　　手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っております。
　 （ロ） 手形の割引
　　　　 銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引を取扱っ

ております。
C．商品有価証券売買業務
　　取扱っておりません。
D．有価証券投資業務
　　 預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、

その他の証券に投資しております。
E．内国為替業務
　　 送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱っております。
F．外国為替業務
　　 全国信用協同組合連合会の取次業務として輸出、輸入及び外国

送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。
G．社債受託及び登録業務
　　取扱っておりません。
H．金融先物取引等の受託等業務
　　取扱っておりません。

I．附帯業務
　　（イ）債務の保証業務
　　（ロ）有価証券の貸付業務
　　（ハ）代理業務
　　　（a） 全国信用協同組合連合会、㈱日本政策金融公庫、㈱商工

組合中央金庫等の代理貸付業務
　　　（b）独立行政法人勤労者退職金共済機構等の代理店業務
　　（ニ）地方公共団体の公金取扱業務
　　（ホ）株式払込金の受入代理業務及び株式配当金の支払代理業務
　　（ヘ）保護預り及び貸金庫業務
　　（ト）電子債権記録業に係る業務
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 Ҭ ߩ ݙ
Ҭີணܕ金༥ਪਐʹର͢Δ߹のجຊํɾܦӦ࢟

༥ࢿΛ௨ͨ͡Ҭݙߩ

༬金Λ௨ͨ͡Ҭݙߩ

●当組合は、奄美群島を営業地区とし、中小企業や零細企業、個人から構成される組合員の相互扶助を理念に掲げ、長期的かつ継続的な
取引のもとに地元に根ざした金融機関として運営されている協同組合組織金融機関です。「きめ細かなサービスと誠実さ」でお客様一人
一人のニーズにあった的確な営業と、密度の濃い取引を推進し、相互扶助、協同・協調精神のもとに、「組合員への奉仕・地域社会への
貢献」を基本として運営しております。
　また、当組合は地域密着型金融の推進を継続的に取組むための基本方針として、
　　① ライフサイクルに応じたお客様の支援強化
　　② 中小零細企業に適した資金の提供
　　③ 地域経済への貢献
　　④ 経営力の強化
　　⑤ 地域利用者の利便性向上
と定め、預金・貸出業務のみならず、情報の提供や経営指導・相談業務・幅広いサービスの提供など、地域社会の一員として、地域社会
の質や文化の向上に積極的に取組んでおります。
●平成25年 6 月 5 日「経営革新等支援機関」として、九州財務局・九州経済産業局から認定を受けました。当組合では、経営支援の取組
みとして創業支援、事業計画策定支援等を行い地域密着型金融の取組みを通じて、地域経済の活性化及び中小企業の経営力強化に貢献で
きるよう努めています。

ʢ øʣɹ貸出࣮݅ߦɾ金ֹʢฏ3÷ʣ
（単位：百万円）

۠ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ݅ɹɹɹ 金ɹɹɹֹ

事 業 者 向 け
設 備 資 金 68件 2,380
運 転 資 金 555件 2,863
小 計 623件 5,244

個 人 向 け
住 宅 ロ ー ン 91件 1,107
消 費 者 ロ ー ン 1,624件 2,898
小 計 1,715件 4,006

地 方 公 共 団 体 向 け 27件 3,750
߹ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹܭ 2,3ýü݅ ø3,÷÷÷

（注）　各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。
　　　当座貸越（カードローン等）は除いてあります。

ʢ 2ʣɹํ࣏ࣗମの੍༥ࢿのऔѻঢ়گ
　　　 当組合は鹿児島県や奄美市等の中小企業（事業者）向け制度融資の取扱窓口に指定されており、平成30年度は、24件、 1 億87百万

円のご利用をいただいております。30年度末（件数：105件、残高： 4 億43百万円）

ओɹͳɹछɹྨ ֓ɹɹɹɹɹɹཁ ༥ݶࢿֹ ฦؒظࡁ

中 小 企 業 振 興 資 金 中小企業者等の通常の運転・設備資金 運転�5,000万円 7年
設備�7,000万円 15年

小規模企業活力応援資金 小規模企業者に対する資金 運転�2,000万円 5年
設備�2,000万円 7年

特 別 小 口 融 資 小規模企業者に対する無担保・無保証人の資金 運転�2,000万円 7年
設備�2,000万円 7年

創 業 支 援 資 金 新規に開業するための資金 運転�2,000万円 7年
設備�2,000万円 10年

緊 急 経 営 対 策 資 金 取引先の倒産や最近の経済変動により影響を受けた時 運転�2,000万円 7年
設備�3,000万円 10年

　お客様からお預かりした預金積金は、お客様の様々なニーズにお応えし、地域経済の活性化に役立てるため、円滑な資金供給を行い、
また経営指導・情報提供等、幅広いサービスの提供に努めております。

お客さま
／組合員
組合員数
31,996 人

お客さま

／組合員

奄美信用組合

職 員 数：92 人
店 舗 数：14 店舗

預金積金：77,088 百万円

出資金：703 百万円

貸出金：43,889 百万円

支援・サービス

貸出金以外の運用：34,249 百万円
　　　 預け金や有価証券で運用しています。
　　　 預金積金に占める有価証券の割合：16％ 平成31年 3 月末現在
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 Ҭ ߩ ݙ
ʢ 3ʣɹ߹の༥ࢿの֓ཁ
　　　当組合では、中小零細事業者や住民の資金ニーズにお応えするため、次のような融資商品を発売しております。

ओɹͳɹछɹྨ ֓ɹɹɹɹɹɹཁ ༥ݶࢿֹ ฦؒظࡁ
ニ ュ ー フ リ ー ロ ー ン 個人及び事業者向け資金使途自由なローン 500万円 10年
フリーローン［チョイス］ 個人向け資金使途自由なローン 1,000万円 10年
職 域 フ リ ー ロ ー ン 個人向け資金使途自由なローン 500万円 7年
職 域 目 的 ロ ー ン 個人向け資金使途が明確なローン 500万円 10年
奨 学 ロ ー ン 入学資金・在学資金に係わる消費者ローン 500万円 10年
カ ー ラ イ フ ロ ー ン 車購入・修理に係わる消費者ローン 1,000万円 10年
リ フ ォ ー ム フ ロ ー ン リフォーム関連資金、増改築、修繕等資金 500万円 10年
ビ ッ グ ロ ー ン 個人及び事業者向け資金使途自由なローン 500万円〜2億円 30年
リ リ ー フ ロ ー ン 個人向け資金使途自由な消費者ローン 300万円 15年
ス マ イ ル ロ ー ン 個人向け資金使途自由な消費者ローン 500万円 15年
し ん く み 教 育 ロ ー ン 入学資金・在学資金に係わる消費者ローン 600万円（学生1人当たり300万円） 15年
年 金 ロ ー ン 年金受給者のための消費者ローン 200万円 3年
目 的 ロ ー ン 資金使途が明確な消費者ローン・保証人原則不要 500万円 7年
マ イ ホ ー ム ロ ー ン Ⅱ 住宅・土地取得、増改築、借換としての住宅ローン 5,000万円 35年
住 宅 ロ ー ン ワ イ ド 同上・保証人原則不要 5,000万円 30年
しんくみカードかけるくん 個人向けカードローン（定期積金契約）・保証人不要 300万円 5年
ゲ ッ ト カ ー ド 個人向けカードローン・保証人不要 10万円〜300万円 3年更新
大 島 紬 ロ ー ン 個人向け大島紬購入ローン・保証人原則不要 50万円 5年
エ コ ロ ー ン ま も る く ん 個人向け地球温暖化防止対策資金 800万円 10年
ユ ニ オ ン ロ ー ン 地公体等職員組合員向け消費者ローン・保証人不要 1,000万円 15年
公 務 員 ロ ー ン 公務員向け資金使途自由なローン 1,000万円 15年
しんくみ中央会提携融資 中小企業者向けの運転および設備融資資金 500万円 7年
し ん く み パ ー ト ナ ー ズ 個人事業者向けローン・保証人原則不要 50万円〜500万円 5年

ҬαʔϏεのॆ࣮

͓औҾઌのࢧԉঢ়گ

ʢ øʣཁҙઌのϥϯΫΞοϓのऔΈ
当組合では、要注意先等のお取引先に対し、経営改善指導や元金返済猶予等の支援を行っており、コンサルティング機能の発揮によ
り要注意先等のランクアップに積極的に取り組んでおります。

ʢ 2ʣ࠶ۀࣄੜࢧԉɾࢧۀԉʹ͍ͭͯのऔΈ
当組合では「再生支援委員会」を設置すると共に、支援取組先への訪問・面談、セーフティネット保証制度の利用の提案等により、今後の経
営改善基本方針、資金繰表、収支計画書等の提出を受けるなど、健全債権化に向けた取組み及び金融円滑化の取組みを強化いたしております。
創業・新事業支援については、地元商工会議所・商工会等との連携による情報交換、案件発掘の活用を行い、また、担当者個々の審査能力
向上のため、各種研修会へ派遣しております。

ʢ 3ʣϕϯνϚʔΫのରԠɾੑۀࣄධՁのਪਐ
「金融仲介機能のベンチマーク」では、金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価、質の向上に取組み、取引業者等に対
し目線を合わせて、真の事業性を評価した融資や経営改善に向けた支援を行っていくことに努めていきます。

ʢ øʣళฮɾ"5.のઃஔ
14店舗に ATM を設置、その他店外に 8 台（内、共同 3 台）設置しており、稼働時間内であれば土曜・日曜・祝日でも入金・出金が
可能です。また、全国の信用組合、都市銀行、地方銀行、信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行、農協、セブン銀行、イオン銀行の
CD・ATM からのお支払いも可能です。

ʢ 2ʣ٬ސの৫Խͱͦの׆ಈঢ়گ
■ 《しんくみ友の会》は、組合員との絆をより強固にするため毎年 7 月第 2 日曜日、奄美市名瀬の奄美カントリークラブにてチャリ

ティーゴルフコンペを開催。全店から毎年200名前後の会員が参加し、寄せられた浄財金を地元の福祉施設等に寄贈しています。
■ 《奄美信用組合 OB 会》は、年間ボランティア活動計画として、地域の福祉施設を 2 回慰問し、演芸等を披露して入園者との親睦

や交流により地域貢献を図っております。
ʢ 3ʣใఏ׆ڙಈ

■組合員向け情報誌『Bon Vivant（ボンビバーン）』を 2 ヶ月毎店頭にて配布しています。
■平成13年 5 月インターネットホームページを開設し、各種情報を提供しております。
■取引先企業に対し決算書に基づいた財務資料等の経営情報を提供し、指導・助言を行っています。
■ 全国約392万人組合員を結ぶ組合員ネットワーク「しんくみネット」が平成23年 1 月 1 日からスタートし、当組合も加盟しました。
「しんくみネット」は、加盟店表示を行なうことにより、店頭等での販売時に利用者（組合員）にメリットを提供する「地域ネッ
トワーク」とインターネットを介して全国に PR を行ない販路の拡大やビジネスマッチングの相手を求める「しんくみネット .com

（ドットコム）」により構成され , ライフプラン・ビジネスマッチング・経営診断・ビジネスパートナーの募集等の情報を提供して
組合員同士の交流の促進を図っております。

ʢ 4ʣʬΠϯλʔωοτɾϞόΠϧόϯΩϯάαʔϏεɾ͠Μ͘ΈϩʔϯαʔναʔϏεʭのఏڙ
■ お手持ちのパソコンや携帯電話（ドコモ・au）での残高照会や振込・振替のお取引ができるサービスの提供及びインターネット

Web サイトからのローン申込みが可能となる「しんくみローンサーチ」サービスの提供をしております。
ʢ üʣʬ͠Μ͘ΈϖΠδʔ࠲ޱৼସडαʔϏεʭのఏڙ

■ 平成29年10月16日から税金、公共料金、ネットショップでの買い物等の支払いがパソコン・スマートホンからできるサービス「ペ
イジ―」取扱を開始致しました。

ʢ ýʣۤɾཁ૬ஊ૭ޱのઃஔ
当組合では、お客様からのご相談・苦情等にお応えするため営業店及び本部において、いつでも受付できる態勢を整えておりますの
で、お電話もしくはご来訪ください。
■電話番号は、末尾ページの「本部・店舗一覧表」をご覧ください。
■受付は、原則として月曜日～金曜日の午前 8 時30分～午後 5 時30分までの就業時間内です。
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 Ҭ ߩ ݙ

தখۀاのܦӦのվળٴͼҬのੑ׆ԽのͨΊのऔΈঢ়گ

จԽతɾࣾձతݙߩʹؔ͢Δ׆ಈ

ԉのऔΈ࣮ࢧӦվળܦ （単位：先数、％）

■ 平成30年 7 月の「第63回しんくみ友の会チャリティーゴルフコンペ」に全店から総勢156名の参加があり、寄せられた浄財金157千円を
地元の 3 ヶ所の福祉施設に贈呈しました。

■ 平成30年10月18日～25日まで実施された第 1 回目の赤十字の献血運動では、27名の職員が献血に参加協力いたしました。また、平成31
年 2 月27日に実施された第 2 回目の当組合本店駐車場における「献血バスによる献血運動」にも 9 名の職員が献血に参加し社会的貢献
活動に取組んでいます。

■ 「しんくみの日週間」 9 / 1 ～ 9 / 7 に各地区で空缶・ゴミ拾い等の清掃活動、ご来店のお客様等へユリの球根（沖永良部の 2 店舗は、
箱型オリジナルティシュ）をプレゼント、また 2 店舗で店内ギャラリーを開催いたしました。

■ 毎年12月、赤い羽根共同募金運動に協力し、職員等からの浄財金を奄美市社会福祉協議会に寄付しています。
■ 市町村主催の夏祭り・体育祭、各集落の清掃活動・豊年祭・敬老会、商工会主催の各種行事等に参加しています。
■ ロータリークラブ、ライオンズクラブ、青年会議所、福祉施設等のボランティア行事に参加しています。
■ 毎朝、本部職員により、みかた公園内の清掃活動を行っています。
■ インターネットホームページにて各種情報を提供しております。
　ホームページアドレス　http://www.amamishinkumi.co.Jp
■ 社会貢献機能カード「しんくみピーターパンカード」を取扱中です。
■ お客様に一切の負担をかけることなく、お客様がショッピングなどでご利用されたカード代金の 0 . 5 ％相当額が障害や難病とたたか

っている子供たちやその家庭への支援活動などに役立てられます。
　今年度は、平成30年10月に寄付金182千円を地元の社会福祉法人「三環舎」に贈呈しました。
■ 平成28年 4 月14日㈭から継続的に発生した熊本地震は熊本県・大分県を中心に甚大な被害をもたらしました。地震の発生後、全国信用

組合中央協会の活動として義援金の振込を受付、全店のカウンターに募金箱を設置し、浄財を募っています。

ऀʢ̖ʣ࠴ॳظ
ԉऔΈઌʢЋʣࢧӦվળܦͪ͏

Ћの͏ͪظʹ࠴
ऀ͕۠ϥϯΫΞο
ϓͨ͠ઌʢЌʣ

Ћの͏ͪظʹ࠴
ऀ͕۠มԽ͠ͳ͔
ͬͨઌʢЍʣ

Ћの͏ͪ࠶ੜܭըΛ
ఆͨ͠ઌʢЎʣࡦ

150 4 1 3 4

Ӧվળܦ
ԉऔΈࢧ

ʢЋʗ̖ʣ

ϥϯΫ
Ξοϓ

ʢЌʗЋʣ

ըܭੜ࠶
ఆࡦ

ʢЎʗЋʣ

2.6 25.0 100.0

（注） 1 ．本表の「債務者数」、「先数」は、正常先を除く計数です。
　　  ２ ．期初債務者数は平成３0年 4 月当初の債務者数です。
　　  ３ ．債務者数、経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含んでおりません。
　　  4 ．「α（アルファ）のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β（ベータ）」は、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先です。なお、経営改善支援取組み先で

期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでおりません。
　　  5 ．「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ（ガンマ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。
　　  ６ ．「αのうち再生計画を策定した先数δ（デルタ）」は、αのうち中小企業再生支援協議会の再生計画策定先、RCC の支援決定先、当組合独自の再生計画策定先の合計先数です。
　　  7 ．期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

7 . 8 　第63回しんくみ友の会ゴルフコンペ 8 . 5 　奄美祭り（パレード） 9 . 1 　しんくみの日　清掃活動（本店）

10.23　ピータパンカード寄付金贈呈 12.18　赤い羽根共同募金贈呈 2 .27　赤十字の献血運動
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͓٬͞·ຬΞϯέʔτௐࠪ݁Ռ
　当組合では、お客さま満足度の向上に向けた取組みの一還として「お客様アンケート」をこれまで14回実施し、その結果につきましてサービスの改善に努めて
参りました。平成30年度も当組合をご利用して頂いております620名のお客様にアンケート調査をお願いし、421名のお客様から貴重なご意見・ご要望を頂きまし
た。アンケートにより頂きましたご意見・ご要望につきまして全役職員に周知することはもちろんのこと、今後の業務運営に反映させ、より質の高いサービスの
ご提供に取組んで参ります。これからも、「奄美信用組合」が地域の皆様から信頼され、より一層ご満足いただけるよう、地域金融機関としての社会的責任と公
共的使命の重みを十二分に認識し、地域社会の発展に貢献できるよう努めて参ります。
●実施期間　平成31年 2 月19日〜 2月25日　　　●ご回答頂いた方　421通（回収率67. 9 ％）　　　●調査方法　職員による手渡し配付・回収、郵送による回収
●調査対象　当組合のご利用者（一見のお客様は対象から除いています）

ௐࠪ݁Ռʹ͍ͭͯ
　前回に引き続き、「店舗の雰囲気」「窓口係及び渉外係の接客マナー」等について多くのお客様にご満足して頂いております。しかし、一部事務につきましては、
ご意見を頂いております。本結果を踏まえ、一人でも多くのお客様にご満足頂けるよう改善を図っていきます。これからも、ご理解とご協力を賜りますよう宜し
くお願い申し上げます。

現在、利用している店舗の雰囲気

《性別》

ご回答者の構成

《年齢》

窓口係の接客マナー

やや不満 1% 不満 1%
無回答 1%

（待ち時間等）

やや不満 1%
不満 0%

無回答 1%
やや不満 0%

不満 0% 無回答 2% やや不満 1% 不満 0%
無回答 9%

無回答 1%

《職業》

その他 4%

専業主婦 3% 無回答 4%

やや不満 2%

不満 1%

やや不満 1%

不満 0%

やや不満 3%

不満 1% 無回答 9%

やや不満 2%

不満 0%

やや不満 1%

不満 0%

やや不満 7%

不満 1% 無回答 7%

やや不満 1%

不満 0%

事務処理の正確さ・迅速さ

商品（預金・融資等）の品揃え ＡＴＭ（現金自動入出金機）の機能・台数 渉外係との約束事や依頼事項

ご融資の相談等に対する対応状況

やや不満 1%

不満 0%

苦情・相談等に対する対応 地域貢献（活動等）への取組み

職員の商品説明・業務知識職員からの情報提供等

ご利用店舗のサービス満足度 渉外係の接客マナー

女性
60%

男性
37%

無回答 3% 無回答 1%

50歳代 
26% 

40歳代 
22% 

60歳以上 
33% 

30歳代 
15% 

20歳代 3%

大変満足
71%

やや満足
27%

やや不満 1%

不満 0%

無回答 1% やや不満 1% 不満 1%

大変満足
73%

やや満足
24%

やや不満 1%
不満 

無回答 1%

大変満足

72%

やや満足
26%

不満 0% 無回答 

大変満足
73%

やや満足
25%

やや不満 1% 不満 0%

大変満足
69%

やや満足
21%

%

不満 1%

やや満足

34%

大変満足

48%

無回答
15%

%

不満 1% 無回答 

やや満足
35%

大変満足

50%

%

不満 0%

大変満足
65%

やや満足
22%

無回答
12%

%

不満 0%

大変満足
55%やや満足

27%

無回答
17%

%

不満 1% 無回答 

やや満足
35%

大変満足
52%

不満 0%

やや満足
34%

大変満足

53%

無回答
11%

不満 0%

やや満足
31%

大変満足
51%

無回答
17%

不満 0%

大変満足

56%
やや満足

29%

無回答
14%

専業主婦 3% 無回答 

会社員・
公務員

37%
自営業

37%

パート等
15%

ʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯのରԠ

ʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯの׆用ʹΔऔΓΈྫࣄʢฏ3÷ʣ

　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応する態勢
を整備しています。経営者保証の必要性にについては、お客様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記
載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなどを具体的に説明し、
経営改善支援を行っています。

ø ɽओ࠴ऀٴͼอূਓのঢ়گɺࣄҊのഎܠɹ特になし。�
2 ɽऔΓΈ༰ɹ平成28年度から割引手形の申込みについては、原則経営者保証をとらないことにしております。�
˔ʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯのऔΓΈঢ়گ�

ฏ29 ฏ3÷
新規に無保証で融資した件数 406件 384件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 51.35 55.90%
保証契約を解除した件数 3件 1件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る） 0件 0件
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ø4ళฮ

ຊ෦ɾళฮҰཡදʢࣄॴの໊শɾॴࡏʣ （自動機器設置状況）（令和元年 5 月現在）

ళɹɹɹ໊ ॅɹɹɹॴ ిɹɹɹ "5.͝ར用ؒ࣌ଳ
本 部 〒894-0025 奄美市名瀬幸町6番5号 0997-52-7111

本 店 〒894-0025 奄美市名瀬幸町6番5号 0997-57-1160 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

小 浜 支 店 〒894-0006 奄美市名瀬小浜町20番5号 0997-52-6141 平日　8：45〜18：00

永 田 橋 支 店 〒894-0017 奄美市名瀬石橋町10番26号 0997-52-1560 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

瀬 戸 内 支 店 〒894-1503 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊9番地3 0997-72-1311 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

笠 利 支 店 〒894-0511 奄美市笠利町里18番地5 0997-63-0811 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

竜 郷 支 店 〒894-0102 大島郡龍郷町瀬留1476番地 0997-62-2511 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

宇 検 支 店 〒894-3301 大島郡宇検村湯湾986番地 0997-67-2336 平日　8：45〜18：00

徳 之 島 支 店 〒891-7101 大島郡徳之島町亀津7262番地 0997-82-1241 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

天 城 支 店 〒891-7612 大島郡天城町平土野26番地9 0997-85-4121 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

喜 界 支 店 〒891-6202 大島郡喜界町湾323番地1 0997-65-2311 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

伊 仙 支 店 〒891-8201 大島郡伊仙町伊仙1839番地1 0997-86-4100 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

長 浜 支 店 〒894-0036 奄美市名瀬長浜町7番7号 0997-52-7121 平日　8：45〜18：00

沖 永 良 部 支 店 〒891-9112 大島郡和泊町和泊51番地1 0997-92-3111 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

知 名 支 店 〒891-9213 大島郡知名町瀬利覚2220番地2 0997-93-5111 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

ళ外$%ɾ"5.ళ
ళɹɹɹ໊ ॅɹɹɹॴ $%ɾ"5.͝ར用ؒ࣌ଳ

本 店 〒894-0008 奄美市名瀬浦上1133番4号　タイヨー浦上店駐車場内 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

小 浜 支 店 〒894-0061 奄美市名瀬朝日町13番3号　だいわ大熊店駐車場内 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

永 田 橋 支 店 〒894-0015 奄美市名瀬真名津町13番1号　タイヨー平田店駐車場内 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

長 浜 支 店 〒894-0041 奄美市名瀬朝仁町29番5号　タイヨー朝仁店駐車場内 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

徳 之 島 支 店 〒891-7101 大島郡徳之島町亀津7588番地�徳之島徳洲会病院内 平日　8：45〜20：00
土・日・祝日　9：00〜20：00

共 同 Ｃ Ｄ コ ー ナ ー 〒894-0015 奄美市名瀬真名津町18番1号　県立大島病院内 平日　9：00〜17：00
土　9：00〜17：00

共 同 Ｃ Ｄ コ ー ナ ー 〒894-0025 奄美市名瀬幸町25番8号　奄美市役所内 平日　9：00〜17：00

共 同 Ｃ Ｄ コ ー ナ ー 〒894-0106 大島郡龍郷町中勝580番地　ビッグⅡ奄美店内 平日 10：00〜20：00
土・日・祝日 10：00〜19：00

Ӧۀ۠

鹿児島県のうち、鹿児島市・奄美市・大島郡（�瀬戸内町・
宇検村・龍郷町・大和村・徳之島町・天城町・伊仙町・喜
界町・和泊町・知名町・与論町�）の区域です。

本店・本部
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33．総 資 産 経 常 利 益 率 ＊..................................... 9
34．総 資 産 当 期 純 利 益 率 ＊..................................... 9
ʲ༬金ʹؔ͢Δࢦඪʳ
35．預 金 種 目 別 平 均 残 高 ＊..................................... 10
36．預 金 者 別 預 金 残 高..................................... 10
37．財 形 貯 蓄 残 高..................................... 10
38．職 員 1 人 当 り 預 金 残 高..................................... 10
39．1 店 舗 当 り 預 金 残 高..................................... 9
40．定 期 預 金 種 類 別 残 高 ＊..................................... 10
ʲ貸出金ʹؔ͢Δࢦඪʳ
41．貸 出 金 種 類 別 平 均 残 高 ＊..................................... 10
42．担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額＊..................................... 11
43．貸 出 金 金 利 区 分 別 残 高 ＊..................................... 10
44．貸 出 金 使 途 別 残 高 ＊..................................... 10
45．貸 出 金 業 種 別 残 高 ・ 構 成 比 ＊..................................... 11
46．預 貸 率（ 期 末 ・ 期 中 平 均 ）＊..................................... 9
47．消 費 者 ロー ン ・ 住 宅 ロー ン 残 高..................................... 10

48．代 理 貸 付 残 高 の 内 訳..................................... 20
49．職 員 1 人 当 り 貸 出 金 残 高..................................... 10
50．1 店 舗 当 り 貸 出 金 残 高..................................... 9
ʲ༗Ձূ݊ʹؔ͢Δࢦඪʳ
51．商 品 有 価 証 券 の 種 類 別 平 均 残 高 ＊.....................取扱いなし
52．有 価 証 券 の 種 類 別 平 均 残 高 ＊..................................... 10
53．有 価 証 券 種 類 別 残 存 期 間 別 残 高 ＊..................................... 11
54．預 証 率（ 期 末 ・ 期 中 平 均 ）＊..................................... 9
ʲܦӦཧମ੍ʹؔ͢Δ߲ࣄʳ
55．法 令 遵 守 の 体 制 ＊..................................... 12
56．報 酬 体 系 に つ い て ＊..................................... 19
57．苦情処理措置及び紛争解決措置の内容＊..................................... 12
58．リ ス ク 管 理 体 制 ＊............................. 13、14
　　　　資料編�.............................................................. ............ 16、17、18、19
【財産の状況】
59．貸借対照表、損益計算書、剰余金処分（損失金処理）計算書＊............ 4 、 5 、 6 、 7
60．リスク管理債権及び同債権に対する保全額＊..................................... 12
� � �　（ 1）破綻先債権
���　（ 2）延滞債権
���　（ 3）3か月以上延滞債権
���　（ 4）貸出条件緩和債権
61．金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額＊..................................... 12
62．自己資本充実の状況（自己資本比率明細）＊..................................... 8
63．有 価 証 券、金 銭 の 信 託 等 の 評 価 ＊..................................... 9
64．外 貨 建 資 産 残 高..................................... 20
65．オ フ バ ラ ン ス 取 引 の 状 況..................................... 9
66．先 物 取 引 の 時 価 情 報..................................... 9
67．オ プ シ ョ ン 取 引 の 時 価 情 報.....................取扱いなし
68．貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊..................................... 11
69．貸 出 金 償 却 の 額 ＊..................................... 11
70．財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について..................................... 20
71．会 計 監 査 人 に よ る 監 査 ＊..................................... 20
ʲͦのଞのۀʳ
72．内 国 為 替 取 扱 実 績..................................... 21
73．外 国 為 替 取 扱 実 績..................................... 20
74．公 共 債 窓 販 実 績..................................... 20
75．公 共 債 引 受 額..................................... 20
76．手 数 料 一 覧..................................... 21
ʲͦのଞʳ
77．ト ピ ッ ク ス..................................... 20
78．沿 革 ・ 歩 み..................................... 2
79．継 続 企 業 の 前 提 の 重 要 な 疑 義 ＊.........................該当無し
80．総 代 会 に つ い て..................................... 3
ʲҬݙߩʹؔ͢Δ߲ࣄʳ
81．地域密着型金融推進に対する当組合の基本方針・経営姿勢..................................... 22
82．預 金 を 通 じ た 地 域 貢 献..................................... 22
83．融 資 を 通 じ た 地 域 貢 献............................. 22、23
84．お 取 引 先 へ の 支 援 状 況..................................... 23
85．地 域 サ ー ビ ス の 充 実..................................... 23
86．文 化 的・社 会 的 貢 献 に 関 す る 活 動..................................... 24
87．お客さま満足度アンケート調査結果について..................................... 25
88．経 営 改 善 支 援 等 の 取 組 み 実 績..................................... 24
89．「経営者保証に関するガイドライン」への対応について..................................... 25

Ҿ 各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」、「金融再生法」ࡧ
で規定されております法定開示項目です。
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※

　Ｐ11　担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額　（単位：百万円、％）

令和1年8月19日
各位殿

奄美信用組合
　　理事長　手島　博久

　当組合の平成30年度ディスクロージャー誌の内容について、一部誤りがござい
ましたので、お詫びするとともに下記の通り訂正いたします。

合 計
平成29年度末 43,139 100.0 109
平成30年度末 43,889 100.0 89

信 用
平成29年度末 9,185 21.3 51
平成30年度末 9,573 21.8 43

保 証
平成29年度末 8,545 19.8 8
平成30年度末 7,340 16.7 1

信用保証協会・信用保険
平成29年度末 3,708 8.6 48
平成30年度末 3,422 7.8 43

小 計
平成29年度末 21,699 50.3 1
平成30年度末 23,553 53.7 1

そ の 他
平成29年度末 2 ― ―
平成30年度末 ― ― ―

不 動 産
平成29年度末 20,601 47.7 1
平成30年度末 22,452 51.1 1

動 産
平成29年度末 3 ― ―
平成30年度末 2 ― ―

有 価 証 券
平成29年度末 ― ― ―
平成30年度末 ― ― ―

区　　　　　　　　　　　　　　分 構成比 債務保証見返額

当 組 合 預 金 積 金
平成29年度末 1,092 2.5 ―
平成30年度末 1,098 2.5 ―

金　　　額

合 計
平成29年度末 43,327 100.0 109
平成30年度末 43,889 100.0 89

信 用
平成29年度末 9,185 21.2 51
平成30年度末 9,573 21.8 43

保 証
平成29年度末 8,545 19.7 8
平成30年度末 7,340 16.7 1

信用保証協会・信用保険
平成29年度末 3,708 8.6 48
平成30年度末 3,422 7.8 43

小 計
平成29年度末 21,888 50.5 1
平成30年度末 23,553 53.7 1

そ の 他
平成29年度末 2 ― ―
平成30年度末 ― ― ―

不 動 産
平成29年度末 20,790 47.9 1
平成30年度末 22,452 51.1 1

動 産
平成29年度末 3 ― ―
平成30年度末 2 ― ―

有 価 証 券
平成29年度末 ― ― ―
平成30年度末 ― ― ―

区　　　　　　　　　　　　　　分 構成比 債務保証見返額

当 組 合 預 金 積 金
平成29年度末 1,092 2.5 ―
平成30年度末 1,098 2.5 ―

金　　　額


